
第１回 敦賀市議会会議目録 
 
議案番号 事   案   名 頁 

第  １  号議案 令和６年度敦賀市一般会計補正予算（第９号） １ 

第  ２  号議案 令和６年度敦賀市港湾施設事業特別会計補正予

算（第１号） ７９ 

第  ３  号議案 令和６年度敦賀市国民健康保険（事業勘定の部

）特別会計補正予算（第４号） ９３ 

第  ４  号議案 令和６年度敦賀市介護保険特別会計補正予算（

第３号） １１１ 

第  ５  号議案 令和６年度市立敦賀病院事業会計補正予算（第

４号） １３９ 

第  ６  号議案 令和６年度敦賀市水道事業会計補正予算（第３

号） １４５ 

第  ７  号議案 令和６年度敦賀市下水道事業会計補正予算（第

３号） １５３ 

第  ８  号議案 令和７年度敦賀市一般会計予算 １ 

第  ９  号議案 令和７年度敦賀市港湾施設事業特別会計予算 １５ 

第 １０ 号議案 令和７年度敦賀市国民健康保険（事業勘定の部

及び施設勘定の部）特別会計予算 １９ 

第 １１ 号議案 令和７年度敦賀市介護保険特別会計予算 ２９ 

第 １２ 号議案 令和７年度敦賀市後期高齢者医療特別会計予算 ３３ 

 



 

 

議案番号 事   案   名 頁 

第 １３ 号議案 令和７年度敦賀市公共用地先行取得事業特別会

計予算 ３７ 

第 １４ 号議案 令和７年度市立敦賀病院事業会計予算 ４１ 

第 １５ 号議案 令和７年度敦賀市水道事業会計予算 ４５ 

第 １６ 号議案 令和７年度敦賀市下水道事業会計予算 ４９ 

第 １７ 号議案 敦賀市営住宅あり方検討委員会設置条例制定の

件 １ 

第 １８ 号議案 敦賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関

する条例制定の件 ５ 

第 １９ 号議案 敦賀市部設置条例の一部改正の件 ３５ 

第 ２０ 号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例制定の件 ３９ 

第 ２１ 号議案 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関

係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例制定の件 

５３ 

第 ２２ 号議案 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正の件 ６１ 

第 ２３ 号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件 ６７ 

第 ２４ 号議案 職員の旅費支給に関する条例の一部改正の件 ７１ 



 

 

議案番号 事   案   名 頁 

第 ２５ 号議案 職員の退職手当に関する条例の一部改正の件 ９３ 

第 ２６ 号議案 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例及び敦賀市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正の件 

９９ 

第 ２７ 号議案 敦賀市清掃センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正の件 １０５ 

第 ２８ 号議案 敦賀市都市公園条例の一部改正の件 １０７ 

第 ２９ 号議案 敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例

の一部改正の件 １１３ 

第 ３０ 号議案 敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する

条例の一部改正の件 １１７ 

第 ３１ 号議案 敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正の件 １２７ 

第 ３２ 号議案 
敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準を定める条例の一部改正の件 
１３７ 

第 ３３ 号議案 敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件 １４５ 

第 ３４ 号議案 敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部改正の件 １５９ 

第 ３５ 号議案 敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部改正の件 １６１ 

第 ３６ 号議案 敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関す

る条例の一部改正の件 １６５ 

 



 

 

議案番号 事   案   名 頁 

第 ３７ 号議案 敦賀市水道事業の布設工事監督者及び水道技術

管理者に関する条例の一部改正の件 １６７ 

第 ３８ 号議案 市道路線の認定の件 １７５ 

第 ３９ 号議案 金ヶ崎周辺魅力づくり事業用地取得の件 １８１ 

第 ４０ 号議案 都市公園を設置すべき区域の決定の件 １８３ 

第 ４１ 号議案 元咸新小学校解体工事請負契約変更の件 １８５ 

第 ４２ 号議案 福井県市町総合事務組合規約の変更の件 １８７ 

第 ４３ 号議案 令和６年度市立敦賀病院事業会計積立金の目的

外使用の件 １８９ 

報告第  １  号 
専決処分事項の報告の件 
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

の一部を改正する条例) 
１９１ 

報告第  ２  号 専決処分事項の報告の件 
(損害賠償の額の決定及び和解) １９５ 

報告第  ３  号 専決処分事項の報告の件 
(損害賠償の額の決定及び和解) １９９ 

報告第  ４  号 専決処分事項の報告の件 
(損害賠償の額の決定及び和解) ２０３ 

報告第  ５  号 専決処分事項の報告の件 
(損害賠償の額の決定及び和解) ２０７ 
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第 １７ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市営住宅あり方検討委員会設置条例制定の件 

 

 敦賀市営住宅あり方検討委員会設置条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 

                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市営住宅あり方検討委員会設置条例 

 

 （設置目的） 

第１条 市営住宅の適正な管理運営等について、客観的かつ専門的見地か 

 ら検討を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条 

 の４第３項の規定に基づき、市長の附属機関として、敦賀市営住宅あり 

 方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行 

 い、その結果を答申する。 

 ⑴ 市営住宅の管理運営に関する事項 

 ⑵ 市営住宅の維持管理及びその計画に関する事項 

 ⑶ 市営住宅の入居の基準に関する事項 

 ⑷ その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１１人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 不動産関係団体に所属する者 

 ⑶ 市の職員 

 ⑷ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申を終えた日までとす 

 る。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選 

 出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長 
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 が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ 

 ない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと 

 きは議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者 

 の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

５ 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が非公開が相当である 

 と認める場合には、委員会に諮って会議を非公開とすることができる。 

 （秘密の保持） 

第６条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 その職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は 

 、委員長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

 改正) 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 

 ３１年敦賀市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

空き家等対策協議会委員 日額 ７，５００ 

」 

 を 

 「 

空き家等対策協議会委員 日額 ７，５００ 

市営住宅あり方検討委員会委員 日額 ７，５００ 
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」 

 に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 市営住宅の適正な管理運営等について、客観的かつ専門的見地から検討

を行うため、市長の附属機関として、市営住宅あり方検討委員会を設置し

たいので、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、この案を提出

する。 



- 5 - 

第 １８ 号 議 案 

 
 
 
   敦賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件 
 
 敦賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のように制

定する。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 
 
 
                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 
 
 
 
   敦賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 
 
 （趣旨） 
第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３ 
 １年法律第１６２号）第２３条第１項の規定に基づき、市長が管理し、 
 及び執行する教育に関する事務を定めるものとする。 
 （市長が管理し、及び執行する事務） 
第２条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行するこ

ととする。 
⑴ 博物館の設置、管理及び廃止に関すること。 

 ⑵ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。  
⑶ 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 
⑷ 文化財の保護に関すること。 

   附 則 
 （施行期日） 
第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
第２条 この条例の施行の日前に、敦賀市教育委員会の職務権限によりな 
 された処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管 
 理し、及び執行することとした事務に係るものについては、市長により 
 なされた処分、手続その他の行為とみなす。 
 （敦賀市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第３条 敦賀市立博物館の設置及び管理に関する条例（昭和５３年敦賀市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
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改正後  改正前  

 （管理）  

 第３条 博物館は、敦賀市教育委員会（

以下「教育委員会」という。）が管理

する。  

（業務）  （業務）  

第３条 （略）  第４条 （略）  

（職員）  （職員）  

第４条 （略）  第５条 （略）  

（博物館協議会）  （博物館協議会）  

第５条 博物館法（昭和２６年法律第２

８５号）第２３条第１項の規定に基づ

き、博物館に敦賀市立博物館協議会（

以下「協議会」という。）を置く。  

第６条 博物館法（昭和２６年法律第２

８５号）第２０条第１項の規定に基づ

き、博物館に敦賀市立博物館協議会（

以下「協議会」という。）を置く。  

２ （略）  ２ （略）  

３ 委員は、学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中か

ら、市長が任命する。  

３ 委員は、学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中か

ら、教育委員会が任命する。  

４ （略）  ４ （略）  

（資料の寄贈及び寄託）  （資料の寄贈及び寄託）  

第６条 （略）  第７条 （略）  

（入館料）  （入館料）  

第７条 （略）  第８条 （略）  

（使用の許可）  （使用の許可）  

第８条 博物館内の地下室及び３階講堂

（以下「地下室等」という。）を使用

しようとする者は、あらかじめ市長の

許可を受けなければならない。許可さ

れた事項を変更しようとするときも、

同様とする。  

第９条 博物館内の地下室及び３階講堂

（以下「地下室等」という。）を使用

しようとする者は、あらかじめ教育委

員会の許可を受けなければならない。

許可された事項を変更しようとすると

きも、同様とする。  

（使用許可の制限）  （使用許可の制限）  
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第９条 市長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、地下室等の使用を許

可しない。  

第１０条 教育委員会は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、地下室等の

使用を許可しない。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が不適当と認めたと

き。  

⑷ その他教育委員会が不適当と認め

たとき。  

（使用許可の取消し等）  （使用許可の取消し等）  

第１０条 市長は、地下室等の使用の許

可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が、次の各号のいずれかに該当

するときは、地下室等の使用許可を取

り消し、又は使用を中止させることが

できる。  

第１１条 教育委員会は、地下室等の使

用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が、次の各号のいずれかに

該当するときは、地下室等の使用許可

を取り消し、又は使用を中止させるこ

とができる。  

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が必要と認めたとき。  ⑷ その他教育委員会が必要と認めた

とき。  

（使用料）  （使用料）  

第１１条 （略）  第１２条 （略）  

（入館料及び使用料の不還付）  （入館料及び使用料の不還付）  

第１２条 （略）  第１３条 （略）  

（入館料及び使用料の免除）  （入館料及び使用料の免除）  

第１３条 （略）  第１４条 （略）  

（損害賠償）  （損害賠償）  

第１４条 （略）  第１５条 （略）  

（入館の禁止等）  （入館の禁止等）  

第１５条 市長は、博物館内の秩序を乱

し、又は乱すおそれがある者に対し、

入館を禁止し、又は退館を命ずること

ができる。  

第１６条 教育委員会は、博物館内の秩

序を乱し、又は乱すおそれがある者に

対し、入館を禁止し、又は退館を命ず

ることができる。  

（委任）  （委任）  

第１６条 この条例の施行に関し、必要

な事項は、規則で定める。  

第１７条 この条例の施行に関し、必要

な事項は、教育委員会規則で定め
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る。  

別表第１中「第８条関係」を「第７条関係」に改める。 
別表第２中「第１２条関係」を「第１１条関係」に改める。 

（みなとつるが山車会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第４条 みなとつるが山車会館の設置及び管理に関する条例（平成８年敦

賀市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
改正後  改正前  

 （管理）  

 第３条 会館は、敦賀市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が管理す

る。  

（職員）  （職員）  

第３条 （略）  第４条 （略）  

（業務）  （業務）  

第４条 （略）  第５条 （略）  

（入館料）  （入館料）  

第５条 （略）  第６条 （略）  

（入館料の不還付）  （入館料の不還付）  

第６条 （略）  第７条 （略）  

（入館料の減免）  （入館料の減免）  

第７条 （略）  第８条 （略）  

（損害賠償）  （損害賠償）  

第８条 （略）  第９条 （略）  

（入館の禁止等）  （入館の禁止等）  

第９条 市長は、会館内の秩序を乱し、

又は乱すおそれがある者に対し、入館

を禁止し、又は退館を命ずることがで

きる。  

第１０条 教育委員会は、会館内の秩序

を乱し、又は乱すおそれがある者に対

し、入館を禁止し、又は退館を命ずる

ことができる。  

（委任）  （委任）  

第１０条 この条例に定めるもののほか 第１１条 この条例に定めるもののほか
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、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。  

、この条例の施行に関し必要な事項は

、教育委員会規則で定める。  

別表中「第６条関係」を「第５条関係」に改める。 
（敦賀市民文化センター設置および管理に関する条例の一部改正） 

第５条 敦賀市民文化センター設置および管理に関する条例（昭和５２年

敦賀市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
改正後  改正前  

 （管理）  

 第２条の２ 文化センターは、教育委員

会が管理する。  

  

（使用の許可）  （使用の許可）  

第４条 文化センターを使用しようとす

る者は、市長の許可を受けなければな

らないものとする。許可された事項を

変更しようとするときも、また同様と

する。  

第４条 文化センターを使用しようとす

る者は、教育委員会の許可を受けなけ

ればならないものとする。許可された

事項を変更しようとするときも、また

同様とする。  

（使用許可の制限）  （使用許可の制限）  

第５条 市長は、次の各号の一に該当す

る場合は、その使用を許可しないもの

とする。  

第５条 教育委員会は、次の各号の一に

該当する場合は、その使用を許可しな

いものとする。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が不適当であると認め

たとき。  

⑷ その他教育委員会が不適当である

と認めたとき。  

  

（使用許可の取消し等）  （使用許可の取消し等）  

第７条 市長は、使用者が次の各号の一

に該当する場合は、使用許可を取り消

し、又は使用を中止させ、若しくは使

用条件を変更することができるものと

第７条 教育委員会は、使用者が次の各

号の一に該当する場合は、使用許可を

取り消し、又は使用を中止させ、若し

くは使用条件を変更することができる
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する。  ものとする。  

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前各号に掲げるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく規則の定

めに違反したとき。  

⑷ 前各号に掲げるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく教育委員

会規則の定めに違反したとき。  

２ （略）  ２ （略）  

（使用料）  （使用料）  

第８条 使用者は、使用許可と同時に次

の各号に定める使用料を前納しなけれ

ばならないものとする。ただし、市長

が特別の事由があると認めたときは、

後納させることができるものとする。  

第８条 使用者は、使用許可と同時に次

の各号に定める使用料を前納しなけれ

ばならないものとする。ただし、教育

委員会が特別の事由があると認めたと

きは、後納させることができるものと

する。  

⑴ （略）  ⑴ （略）  

⑵ 附属設備及び器具等使用料 規則

で定める料金  

⑵ 附属設備及び器具等使用料 教育

委員会規則で定める料金  

２ （略）  ２ （略）  

  

（特別な設備等の許可）  （特別な設備等の許可）  

第１０条 使用者は、文化センターの使

用にあたって特別な設備器具を設置し

、又は施設の原状を変更しようとする

ときは、あらかじめ市長の許可を受け

なければならないものとする。  

第１０条 使用者は、文化センターの使

用にあたって特別な設備器具を設置し

、又は施設の原状を変更しようとする

ときは、あらかじめ教育委員会の許可

を受けなければならないものとする。  

（原状回復の義務）  （原状回復の義務）  

第１１条 （略）  第１１条 （略）  

２ 使用者が前項の規定による義務を履

行しないときは、市長が使用者に代わ

ってこれを執行し、その要した費用を

使用者から徴収するものとする。  

２ 使用者が前項の規定による義務を履

行しないときは、教育委員会が使用者

に代わってこれを執行し、その要した

費用を使用者から徴収するものとす

る。  

（入場の制限及び退去）  （入場の制限及び退去）  
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第１２条 市長は、次の各号の一に該当

する者に対しては、文化センターへの

入場を禁止し、又は文化センターより

退去を命ずることができるものとす

る。  

第１２条 教育委員会は、次の各号の一

に該当する者に対しては、文化センタ

ーへの入場を禁止し、又は文化センタ

ーより退去を命ずることができるもの

とする。  

⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略）  

  

（指定管理者による管理）  （指定管理者による管理）  

第１５条 市長は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第３項の規定に

基づき、法人その他の団体であって市

長が指定するもの（以下「指定管理者

」という。）に文化センターの管理を

行わせることができる。  

第１５条 教育委員会は、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項の規

定に基づき、法人その他の団体であっ

て教育委員会が指定するもの（以下「

指定管理者」という。）に文化センタ

ーの管理を行わせることができる。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、教育委員会規則で定めるところによ

り、教育委員会に申請しなければなら

ない。  

３ 市長は、文化センターの管理上特別

の事由がある場合として規則で定める

場合にあっては、前項の規定により申

請することができるものを指名するこ

とができる。  

３ 教育委員会は、文化センターの管理

上特別の事由がある場合として教育委

員会規則で定める場合にあっては、前

項の規定により申請することができる

ものを指名することができる。  

（指定管理者の指定の基準）  （指定管理者の指定の基準）  

第１６条 市長は、前条第２項の規定に

よる申請があったときは、次に掲げる

基準に適合しているもののうち第１条

に規定する設置の目的を最も効果的に

達成することができると認めるものを

、議会の議決を経て指定管理者として

指定するものとする。  

第１６条 教育委員会は、前条第２項の

規定による申請があったときは、次に

掲げる基準に適合しているもののうち

第１条に規定する設置の目的を最も効

果的に達成することができると認める

ものを、あらかじめ市長と協議し、議

会の議決を経て指定管理者として指定
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するものとする。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、文化

センターの管理を効果的かつ効率的

に行うために必要なものとして規則

で定める基準  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、文化

センターの管理を効果的かつ効率的

に行うために必要なものとして教育

委員会規則で定める基準  

（指定の公示等）  （指定の公示等）  

第１７条 市長は、前条の規定により指

定管理者を指定したときは、その旨を

公示しなければならない。法第２４４

条の２第１１項の規定により指定を取

り消し、又は管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命じたときも同様とす

る。  

第１７条 教育委員会は、前条の規定に

より指定管理者を指定したときは、そ

の旨を公示しなければならない。法第

２４４条の２第１１項の規定により指

定を取り消し、又は管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じたときも同

様とする。  

２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。  

２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を教育委員会に届け出

なければならない。  

３ 市長は、前項の規定による届出があ

ったときは、その旨を公示しなければ

ならない。  

３ 教育委員会は、前項の規定による届

出があったときは、その旨を公示しな

ければならない。  

（指定管理者が行う業務の範囲）  （指定管理者が行う業務の範囲）  

第１８条 指定管理者に文化センターの

管理を行わせる場合においては、当該

指定管理者が行う業務は、次に掲げる

業務とする。  

第１８条 指定管理者に文化センターの

管理を行わせる場合においては、当該

指定管理者が行う業務は、次に掲げる

業務とする。  

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める業務  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、教育

委員会が必要と認める業務  

（利用料金）  （利用料金）  

第１９条 （略）  第１９条 （略）  
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２ 利用料金の額は、別表に定める額の

範囲内で、指定管理者が市長の承認を

得て定めた額とする。  

２ 利用料金の額は、別表に定める額の

範囲内で、指定管理者が教育委員会の

承認を得て定めた額とする。  

  

（指定管理者の原状回復義務）  （指定管理者の原状回復義務）  

第２２条 指定管理者は、その指定期間

が満了したとき、又は法第２４４条の

２第１１項の規定により指定を取り消

され、若しくは期間を定めて管理に係

る事務の全部若しくは一部の停止を命

ぜられたときは、速やかに施設、設備

等を原状に回復しなければならない。

ただし、市長の承諾を得たときは、こ

の限りでない。  

第２２条 指定管理者は、その指定期間

が満了したとき、又は法第２４４条の

２第１１項の規定により指定を取り消

され、若しくは期間を定めて管理に係

る事務の全部若しくは一部の停止を命

ぜられたときは、速やかに施設、設備

等を原状に回復しなければならない。

ただし、教育委員会の承諾を得たとき

は、この限りでない。  

  

（準用規定）  （準用規定）  

第２４条 第４条から第１４条までの規

定は、指定管理者が管理を行う場合に

ついて準用する。この場合において、

第４条、第５条、第７条第１項、第８

条第１項、第１０条、第１１条第２項

及び第１２条中「市長」とあるのは「

指定管理者」と、第４条及び第６条中

「使用し」とあるのは「利用し」と、

第１０条中「使用に」とあるのは「利

用に」と、第５条、第７条及び第１１

条第１項中「使用を」とあるのは「利

用を」と、第６条、第７条、第８条第

１項、第１０条、第１１条、第１３条

、第１４条及び別表中「使用者」とあ

るのは「利用者」と、第８条、第９条

及び別表中「使用料」とあるのは「利

第２４条 第４条から第１４条までの規

定は、指定管理者が管理を行う場合に

ついて準用する。この場合において、

第４条、第５条、第７条第１項、第８

条第１項、第１０条、第１１条第２項

及び第１２条中「教育委員会」とある

のは「指定管理者」と、第４条及び第

６条中「使用し」とあるのは「利用し

」と、第１０条中「使用に」とあるの

は「利用に」と、第５条、第７条及び

第１１条第１項中「使用を」とあるの

は「利用を」と、第６条、第７条、第

８条第１項、第１０条、第１１条、第

１３条、第１４条及び別表中「使用者

」とあるのは「利用者」と、第８条、

第９条及び別表中「使用料」とあるの
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用料金」と、第７条、第８条第１項及

び第１１条第１項中「使用許可」とあ

るのは「利用許可」と、第７条中「使

用条件」とあるのは「利用条件」と、

第１４条中「使用中」とあるのは「利

用中」と、別表中「使用する」とある

のは「利用する」と、「基本使用料」

とあるのは「基本利用料金」と、「使

用区分」とあるのは「利用区分」と、

「使用時間」とあるのは「利用時間」

と読み替えるものとする。  

は「利用料金」と、第７条、第８条第

１項及び第１１条第１項中「使用許可

」とあるのは「利用許可」と、第７条

中「使用条件」とあるのは「利用条件

」と、第１４条中「使用中」とあるの

は「利用中」と、別表中「使用する」

とあるのは「利用する」と、「基本使

用料」とあるのは「基本利用料金」と

、「使用区分」とあるのは「利用区分

」と、「使用時間」とあるのは「利用

時間」と読み替えるものとする。  

（委任）  （委任）  

第２５条 この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。  

第２５条 この条例の施行に関し必要な

事項は、教育委員会規則で定める。  

 （敦賀市柴田氏庭園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第６条 敦賀市柴田氏庭園の設置及び管理に関する条例（令和５年敦賀市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
改正後  改正前  

 （管理）  

 第４条 庭園は、敦賀市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が管理す

る。  

（業務）  （業務）  

第４条 庭園は、第１条に規定する設置

の目的を達成するため、次に掲げる業

務を行う。  

第５条 庭園は、第１条に規定する設置

の目的を達成するため、次に掲げる業

務を行う。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める業務  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育

委員会が必要と認める業務  

（開園時間）  （開園時間）  
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第５条 庭園の開園時間は、午前１０時

から午後５時までとする。ただし、市

長が必要と認めるときは、これを変更

することができる。  

第６条 庭園の開園時間は、午前１０時

から午後５時までとする。ただし、教

育委員会が必要と認めるときは、これ

を変更することができる。  

（休業日）  （休業日）  

第６条 庭園の休業日は、次に掲げる日

とする。ただし、市長が必要と認める

ときは、これを変更することができ

る。  

第７条 庭園の休業日は、次に掲げる日

とする。ただし、教育委員会が必要と

認めるときは、これを変更することが

できる。  

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  

（入館料）  （入館料）  

第７条 （略）  第８条 （略）  

（使用の許可）  （使用の許可）  

第８条 庭園の建物（別表第３に掲げる

施設をいう。以下第９条、第１０条及

び第１６条第１項において同じ。）を

使用しようとする者は、あらかじめ市

長の許可を受けなければならない。許

可された事項を変更しようとするとき

も同様とする。  

第９条 庭園の建物（別表第３に掲げる

施設をいう。以下第１０条、第１１条

及び第１７条第１項において同じ。）

を使用しようとする者は、あらかじめ

教育委員会の許可を受けなければなら

ない。許可された事項を変更しようと

するときも同様とする。  

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上

必要な限度において条件を付すことが

できる。  

２ 教育委員会は、前項の許可に際し、

管理上必要な限度において条件を付す

ことができる。  

（使用の許可の制限）  （使用の許可の制限）  

第９条 市長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、建物の使用を許可し

ない。  

第１０条 教育委員会は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、建物の使用

を許可しない。  

⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略）  

⑸ その他市長が不適当であると認め

るとき。  

⑸ その他教育委員会が不適当である

と認めるとき。  

（許可の目的外使用等の禁止）  （許可の目的外使用等の禁止）  

第１０条 第８条第１項の規定により使 第１１条 第９条第１項の規定により使
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用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）は、許可を受けた目的以外

に建物を使用し、又はその権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。  

用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）は、許可を受けた目的以外

に建物を使用し、又はその権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。  

（損傷又は滅失の届出）  （損傷又は滅失の届出）  

第１１条 施設、附属設備、器具等を損

傷し、又は滅失させた者は、直ちにそ

の旨を市長に届け出て、その指示に従

わなければならない。  

第１２条 施設、附属設備、器具等を損

傷し、又は滅失させた者は、直ちにそ

の旨を教育委員会に届け出て、その指

示に従わなければならない。  

（使用許可の取消し等）  （使用許可の取消し等）  

第１２条 市長は、使用者が次の各号の

いずれかに該当するときは、第８条第

１項の許可（以下「使用許可」とい

う。）を取り消し、又は使用を中止さ

せ、若しくは使用条件を変更すること

ができる。  

第１３条 教育委員会は、使用者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第

９条第１項の許可（以下「使用許可」

という。）を取り消し、又は使用を中

止させ、若しくは使用条件を変更する

ことができる。  

⑴ （略）  ⑴ （略）  

⑵ 第９条各号又は第１７条各号のい

ずれかに該当するものと認めたと

き。  

⑵ 第１０条各号又は第１８条各号の

いずれかに該当するものと認めたと

き。  

⑶・⑷ （略）  ⑶・⑷ （略）  

２ （略）  ２ （略）  

（使用料）  （使用料）  

第１３条 使用者は、別表第３に掲げる

使用料を前納しなければならない。た

だし、市長が特別の事由があると認め

たときは、後納させることができる。  

第１４条 使用者は、別表第３に掲げる

使用料を前納しなければならない。た

だし、教育委員会が特別の事由がある

と認めたときは、後納させることがで

きる。  

（入館料及び使用料の免除）  （入館料及び使用料の免除）  

第１４条 （略）  第１５条 （略）  

（入館料及び使用料の還付）  （入館料及び使用料の還付）  

第１５条 （略）  第１６条 （略）  
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（原状回復の義務）  （原状回復の義務）  

第１６条 使用者は、建物の使用を終了

したとき、又は第１２条第１項の規定

により使用許可を取り消されたときは

、直ちに当該施設を原状に回復し、職

員の点検を受けなければならない。  

第１７条 使用者は、建物の使用を終了

したとき、又は第１３条第１項の規定

により使用許可を取り消されたときは

、直ちに当該施設を原状に回復し、職

員の点検を受けなければならない。  

２ 使用者が前項の規定による義務を履

行しないときは、市長が使用者に代わ

ってこれを執行し、その費用は使用者

の負担とする。  

２ 使用者が前項の規定による義務を履

行しないときは、教育委員会が使用者

に代わってこれを執行し、その費用は

使用者の負担とする。  

（禁止行為）  （禁止行為）  

第１７条 庭園において、次に掲げる行

為をしてはならない。  

第１８条 庭園において、次に掲げる行

為をしてはならない。  

⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略）  

⑻ 庭園の設置の目的に反し、又は市

長の指示する事項に違反する行為を

すること。  

⑻ 庭園の設置の目的に反し、又は教

育委員会の指示する事項に違反する

行為をすること。  

（損害賠償）  （損害賠償）  

第１８条 （略）  第１９条 （略）  

（委任）  （委任）  

第１９条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。  

第２０条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、教育委員会規則で定める。  

別表第２中「第８条関係」を「第７条関係」に改める。 
  別表第３中「第９条及び第１４条関係」を「第８条及び第１３条関係 
 」に改める。 

（敦賀市文化財保護条例の一部改正） 
第７条 敦賀市文化財保護条例（昭和４５年敦賀市条例第２７号）の一部

を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
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改正後  改正前  

（目的）  （目的）  

第１条 この条例は、文化財保護法（昭

和２５年法律第２１４号。以下「法」

という。）第１８２条第２項の規定に

基づき、敦賀市（以下「市」という。

）の区域内にある文化財で重要なもの

について、その保存及び活用のため必

要な措置を講じ、もって市民の文化的

向上に資するとともに、郷土文化の進

歩に貢献することを目的とする。  

第１条 この条例は、文化財保護法（昭

和２５年法律第２１４号。以下「法」

という。）第９８条第２項及び地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（

昭和３１年法律第１６２号）第２３条

の規定に基づき、敦賀市（以下「市」

という。）の区域内にある文化財で重

要なものについて、その保存及び活用

のため必要な措置を講じ、もって市民

の文化的向上に資するとともに、郷土

文化の進歩に貢献することを目的とす

る。  

  

（市民、所有者の心構え）  （市民、所有者の心構え）  

第３条 市民は、市がこの条例の目的を

達成するために行う措置に誠実に協力

しなければならない。  

第３条 市民は、敦賀市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）がこの条

例の目的を達成するために行う措置に

誠実に協力しなければならない。  

２ （略）  ２ （略）  

３ 市長は、この条例の執行にあたって

関係者の所有権その他の財産権を尊重

するとともに、文化財の保護と他の公

益との調整に留意しなければならな

い。  

３ 教育委員会は、この条例の執行にあ

たって関係者の所有権その他の財産権

を尊重するとともに、文化財の保護と

他の公益との調整に留意しなければな

らない。  

（指定）  （指定）  

第４条 市長は、法及び福井県文化財保

護条例（昭和３４年福井県条例第３９

号）によって指定をうけたもの以外の

文化財で、市の区域内に存するものの

うち重要で保護顕彰の必要があると認

第４条 教育委員会は、法及び福井県文

化財保護条例（昭和３４年福井県条例

第３９号）によって指定をうけたもの

以外の文化財で、市の区域内に存する

もののうち重要で保護顕彰の必要があ



- 20 - 

めるものを、所有者若しくは管理者（

以下「所有者等」という。）の申請に

基づき、又はその同意を得てこれを敦

賀市指定文化財（以下「指定文化財」

という。）に指定することができる。

ただし、所有者等が判明しない場合は

この限りではない。  

ると認めるものを、所有者若しくは管

理者（以下「所有者等」という。）の

申請に基づき、又はその同意を得てこ

れを敦賀市指定文化財（以下「指定文

化財」という。）に指定することがで

きる。ただし、所有者等が判明しない

場合はこの限りではない。  

２ 市長は、前項の規定による指定をす

るには、あらかじめ敦賀市文化財保護

審議会に諮問しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の規定による指

定をするには、あらかじめ敦賀市文化

財保護審議会に諮問しなければならな

い。  

３ 市長は、第１項の規定により指定を

したときは、その旨を告示し、かつ当

該指定文化財の所有者等に指定文化財

の指定書を交付しなければならない。  

３ 教育委員会は、第１項の規定により

指定をしたときは、その旨を告示し、

かつ当該指定文化財の所有者等に指定

文化財の指定書を交付しなければなら

ない。  

４ （略）  ４ （略）  

（解除）  （解除）  

第５条 市長は、指定文化財がその価値

を失った場合その他特別の事由がある

ときは、その指定を解除することがで

きる。  

第５条 教育委員会は、指定文化財がそ

の価値を失った場合その他特別の事由

があるときは、その指定を解除するこ

とができる。  

２・３ （略）  ２・３ （略）  

４ 第１項の規定により指定を解除した

とき、及び前項の場合において、市長

はその旨を告示するとともに、所有者

等に通知しなければならない。  

４ 第１項の規定により指定を解除した

とき、及び前項の場合において、教育

委員会はその旨を告示するとともに、

所有者等に通知しなければならない。  

５ 所有者等は、指定解除の通知を受け

たときは、３０日以内に指定文化財の

指定書を市長に返付しなければならな

い。  

５ 所有者等は、指定解除の通知を受け

たときは、３０日以内に指定文化財の

指定書を教育委員会に返付しなければ

ならない。  

（所有者又は管理責任者の変更）  （所有者又は管理責任者の変更）  
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第６条 指定文化財の所有者等（新所有

者及び管理者を含む。）は、次の各号

の一に該当するときは２０日以内にそ

の旨を市長に届け出なければならな

い。  

第６条 指定文化財の所有者等（新所有

者及び管理者を含む。）は、次の各号

の一に該当するときは２０日以内にそ

の旨を教育委員会に届け出なければな

らない。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

（管理又は修理の補助）  （管理又は修理の補助）  

第７条 指定文化財の管理又は修理につ

き多額の経費を要し、所有者等がその

負担に堪えない場合その他特別の事情

がある場合において、特に必要がある

と認めるときは、市長はその経費の一

部に充てさせるため、当該所有者等に

対し予算の範囲内で補助金を交付する

ことができる。  

第７条 指定文化財の管理又は修理につ

き多額の経費を要し、所有者等がその

負担に堪えない場合その他特別の事情

がある場合において、特に必要がある

と認めるときは、市はその経費の一部

に充てさせるため、当該所有者等に対

し予算の範囲内で補助金を交付するこ

とができる。  

２ 前項の補助金を交付する場合には、

市長は、その補助の条件として管理又

は修理に関し必要な事項を指示すると

ともに、必要があると認めるときは、

その管理又は修理について指揮監督す

ることができる。  

２ 前項の補助金を交付する場合には、

教育委員会は、その補助の条件として

管理又は修理に関し必要な事項を指示

するとともに、必要があると認めると

きは、その管理又は修理について指揮

監督することができる。  

（補助金の返還）  （補助金の返還）  

第８条 前条第１項の規定による補助金

の交付を受けた所有者等が次の各号の

一に該当するときは、市長は当該補助

金の全部若しくは一部の返還を命ずる

ことができる。  

第８条 前条第１項の規定による補助金

の交付を受けた所有者等が次の各号の

一に該当するときは、市は当該補助金

の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。  

⑴ 管理又は修理に関し、条例及び規

則に違反したとき。  

⑴ 管理又は修理に関し、条例及び教

育委員会規則に違反したとき。  

⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略）  

（現状変更の制限）  （現状変更の制限）  

第９条 指定文化財の現状を変更しよう 第９条 指定文化財の現状を変更しよう
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とするときは、市長の許可を受けなけ

ればならない。  

とするときは、教育委員会の許可を受

けなければならない。  

２ 市長は、前項の許可を与える場合に

おいて、その許可の条件として同項の

現状変更に関し必要な指示をすること

ができる。  

２ 教育委員会は、前項の許可を与える

場合において、その許可の条件として

同項の現状変更に関し必要な指示をす

ることができる。  

（管理）  （管理）  

第１０条 市長は、指定文化財の所有者

等に対し、指定文化財の管理に関し必

要な指示をすることができる。  

第１０条 教育委員会は、指定文化財の

所有者等に対し、指定文化財の管理に

関し必要な指示をすることができる。  

２ 指定文化財の所有者等は、この条例

並びにこれに基づいて発する市長の指

示に従い、指定文化財を管理しなけれ

ばならない。  

２ 指定文化財の所有者等は、この条例

並びにこれに基づいて発する教育委員

会の指示に従い、指定文化財を管理し

なければならない。  

３ （略）  ３ （略）  

（管理に関する命令又は勧告）  （管理に関する命令又は勧告）  

第１１条 指定文化財の管理が適当でな

いため、当該指定文化財が滅失し、き

損し、又は盗みとられるおそれがある

と認められるときは、市長は当該所有

者等に対し指定文化財保護に必要な措

置を命じ勧告することが出来る。  

第１１条 指定文化財の管理が適当でな

いため、当該指定文化財が滅失し、き

損し、又は盗みとられるおそれがある

と認められるときは、教育委員会は当

該所有者等に対し指定文化財保護に必

要な措置を命じ勧告することが出来

る。  

（報告）  （報告）  

第１２条 市長は、必要があると認めた

ときは、指定文化財の所有者等に対し

指定文化財の現状、又は管理、修理若

しくは環境保全の状況につき報告を求

めることができる。  

第１２条 教育委員会は、必要があると

認めたときは、指定文化財の所有者等

に対し指定文化財の現状、又は管理、

修理若しくは環境保全の状況につき報

告を求めることができる。  

（公開）  （教育委員会による公開）  

第１３条 市長は、指定文化財の所有者

等に対し期間を限って、市長の行う公

第１３条 教育委員会は、指定文化財の

所有者等に対し期間を限って、教育委
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開の用に供するため指定文化財を出品

することを勧告することができる。  

員会の行う公開の用に供するため指定

文化財を出品することを勧告すること

ができる。  

（所有者変更に伴う権利義務の承継）  （所有者変更に伴う権利義務の承継）  

第１４条 （略）  第１４条 （略）  

２ 前項の場合には旧所有者等は当該指

定文化財の引渡しと同時に、その指定

書を新所有者等に引き渡さなければな

らない。旧所有者等はその旨を書面を

もって２０日以内に市長に届け出なけ

ればならない。  

２ 前項の場合には旧所有者等は当該指

定文化財の引渡しと同時に、その指定

書を新所有者等に引き渡さなければな

らない。旧所有者等はその旨を書面を

もって２０日以内に教育委員会に届け

出なければならない。  

（審議会の設置）  （審議会の設置）  

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項及び

法第１９０条第２項の規定に基づき、

市長の諮問機関として敦賀市文化財保

護審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。  

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項の規

定に基づき、教育委員会の諮問機関と

して敦賀市文化財保護審議会（以下「

審議会」という。）を設置する。  

（審議会の任務）  （審議会の任務）  

第１６条 審議会は市長の諮問に応じて

文化財の調査研究に当り、その保存、

指導及び活用について審議し、必要な

事項を市長に建議する。  

第１６条 審議会は教育委員会の諮問に

応じて文化財の調査研究に当り、その

保存、指導及び活用について審議し、

必要な事項を教育委員会に建議する。  

第１７条 この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。  

第１７条 この条例の施行に関し必要な

事項は、教育委員会が別に定める。  

 （敦賀市スポーツ振興審議会条例の一部改正） 
第８条 敦賀市スポーツ振興審議会条例（昭和４４年敦賀市条例第１２号

）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
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改正後  改正前  

（任務）  （任務）  

第２条 審議会は、法第３５条に規定す

るもののほか市長の諮問に応じて、ス

ポーツの推進に関する事項について調

査審議し及びこれらの事項に関して市

長に建議する。  

第２条 審議会は、法第３５条に規定す

るもののほか教育委員会の諮問に応じ

て、スポーツの推進に関する事項につ

いて調査審議し及びこれらの事項に関

して教育委員会に建議する。  

  

（委員の任命）  （委員の任命）  

第４条 審議会の委員は、次の各号に掲

げる者のうちから市長が任命する。  

第４条 審議会の委員は、次の各号に掲

げる者のうちから教育委員会が任命す

る。この場合、市長の意見をきかなけ

ればならない。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が必要と認める者  ⑷ その他教育委員会が必要と認める             

者  

  

（委任）  （委任）  

第６条 この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。  

第６条 この条例の施行に関し必要な事

項は、教育委員会が定める。  

 （敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第９条 敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（平成９年敦賀

市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
改正後  改正前  

 （管理）  

 第３条 スポーツ施設は、敦賀市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）

が管理する。  

（職員）  （職員）  

第３条 （略）  第４条 （略）  
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（使用許可）  （使用許可）  

第４条 スポーツ施設（敦賀市きらめき

スタジアムを除く。）を使用しようと

する者は、市長の許可を受けなければ

ならない。  

第５条 スポーツ施設（敦賀市きらめき

スタジアムを除く。）を使用しようと

する者は、教育委員会の許可を受けな

ければならない。  

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上

必要な条件を付することができる。  

２ 教育委員会は、前項の許可に際し、

管理上必要な条件を付することができ

る。  

（使用許可の制限）  （使用許可の制限）  

第５条 市長は、次の各号の一に該当す

るときは、スポーツ施設の使用を許可

しない。  

第６条 教育委員会は、次の各号の一に

該当するときは、スポーツ施設の使用

を許可しない。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が使用を不適当と認め

たとき。  

⑷ その他教育委員会が使用を不適当

と認めたとき。  

（目的外使用等の禁止）  （目的外使用等の禁止）  

第６条 第４条の規定により使用の許可

を受けた者（以下「使用者」という。

）は、許可を受けた目的以外に使用し

、又はその権利を他の者に譲渡し、若

しくは転貸してはならない。  

第７条 第５条の規定により使用の許可

を受けた者（以下「使用者」という。

）は、許可を受けた目的以外に使用し

、又はその権利を他の者に譲渡し、若

しくは転貸してはならない。  

（使用料）  （使用料）  

第７条 別表第１に掲げる有料施設の使

用者は、使用する前日までに使用料を

前納しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは

、この限りでない。  

第８条 別表第１に掲げる有料施設の使

用者は、使用する前日までに使用料を

前納しなければならない。ただし、教

育委員会が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。  

２ （略）  ２ （略）  

３ 附属の設備及び特殊の器具等の使用

料は、規則で定める。  

３ 附属の設備及び特殊の器具等の使用

料は、教育委員会規則で定める。  

（使用料の還付）  （使用料の還付）  

第８条 （略）  第９条 （略）  
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（使用料の減免）  （使用料の減免）  

第９条 （略）  第１０条 （略）  

２ 減免の範囲及び割合は、市長が別に

定める。  

２ 減免の範囲及び割合は、教育委員会

規則で定める。  

（特別の設備等）  （特別の設備等）  

第１０条 使用者は、スポーツ施設に特

別の設備をし、又は設備の変更を加え

ようとするときは、あらかじめ市長の

許可を受けなければならない。  

第１１条 使用者は、スポーツ施設に特

別の設備をし、又は設備の変更を加え

ようとするときは、あらかじめ教育委

員会の許可を受けなければならない。  

（使用許可の取消し等）  （使用許可の取消し等）  

第１１条 市長は、使用者が次の各号の

一に該当するときは、使用許可を取消

し、又は使用を停止し、若しくは使用

条件を変更することができる。  

第１２条 教育委員会は、使用者が次の

各号の一に該当するときは、使用許可

を取消し、又は使用を停止し、若しく

は使用条件を変更することができる。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ その他市長が管理運営上必要があ

ると認めたとき。  

⑷ その他教育委員会が管理運営上必

要があると認めたとき。  

（原状回復の義務）  （原状回復の義務）  

第１２条 （略）  第１３条 （略）  

２ 使用者が前項の規定を履行しないと

きは、市長は使用者に代わってこれを

執行し、その費用は使用者が負担しな

ければならない。  

２ 使用者が前項の規定を履行しないと

きは、教育委員会は使用者に代わって

これを執行し、その費用は使用者が負

担しなければならない。  

（損害賠償）  （損害賠償）  

第１３条 （略）  第１４条 （略）  

（指定管理者による管理）  （指定管理者による管理）  

第１４条 地方自治法第２４４条の２第

３項の規定により、敦賀市きらめきス

タジアム（以下「きらめきスタジアム

」という。）の管理を法人その他の団

体であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせる

第１５条 地方自治法第２４４条の２第

３項の規定により、敦賀市きらめきス

タジアム（以下「きらめきスタジアム

」という。）の管理を法人その他の団

体であって教育委員会が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行
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ものとする。  わせるものとする。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、教育委員会規則で定めるところによ

り、教育委員会に申請しなければなら

ない。  

３ 市長は、きらめきスタジアムの管理

上特別の事由がある場合として規則で

定める場合にあっては、前項の規定に

より申請することができるものを指名

することができる。  

３ 教育委員会は、きらめきスタジアム

の管理上特別の事由がある場合として

教育委員会規則で定める場合にあって

は、前項の規定により申請することが

できるものを指名することができる。  

（指定管理者の指定の基準）  （指定管理者の指定の基準）  

第１５条 市長は、前条第２項の規定に

よる申請があったときは、次に掲げる

基準に適合しているもののうち第１条

に規定する設置の目的を最も効果的に

達成することができると認めるものを

、議会の議決を経て指定管理者として

指定するものとする。  

第１６条 教育委員会は、前条第２項の

規定による申請があったときは、次に

掲げる基準に適合しているもののうち

第１条に規定する設置の目的を最も効

果的に達成することができると認める

ものを、あらかじめ市長と協議し、議

会の議決を経て指定管理者として指定

するものとする。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、きら

めきスタジアムの管理を効果的かつ

効率的に行うために必要なものとし

て規則で定める基準  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、きら

めきスタジアムの管理を効果的かつ

効率的に行うために必要なものとし

て教育委員会規則で定める基準  

（指定の公示等）  （指定の公示等）  

第１６条 市長は、前条の規定により指

定管理者を指定したときは、その旨を

公示しなければならない。地方自治法

第２４４条の２第１１項の規定により

指定を取り消し、又は管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命じたときも

同様とする。  

第１７条 教育委員会は、前条の規定に

より指定管理者を指定したときは、そ

の旨を公示しなければならない。地方

自治法第２４４条の２第１１項の規定

により指定を取り消し、又は管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた

ときも同様とする。  
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２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。  

２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を教育委員会に届け出

なければならない。  

３ 市長は、前項の規定による届出があ

ったときは、その旨を公示しなければ

ならない。  

３ 教育委員会は、前項の規定による届

出があったときは、その旨を公示しな

ければならない。  

（指定管理者が行う業務の範囲）  （指定管理者が行う業務の範囲）  

第１７条 指定管理者が行うきらめきス

タジアムの管理の業務の範囲は、次に

掲げるとおりとする。  

第１８条 指定管理者が行うきらめきス

タジアムの管理の業務の範囲は、次に

掲げるとおりとする。  

⑴ （略）  ⑴ （略）  

⑵ 利用料金（第２２条第１項に規定

する利用料金をいう。以下この条に

おいて同じ。）の徴収、利用料金の

還付、利用料金の免除その他の利用

料金に関する業務を行うこと。  

⑵ 利用料金（第２３条第１項に規定

する利用料金をいう。以下この条に

おいて同じ。）の徴収、利用料金の

還付、利用料金の免除その他の利用

料金に関する業務を行うこと。  

⑶ （略）  ⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、きら

めきスタジアムの管理に関し市長が

必要と認める業務を行うこと。  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、きら

めきスタジアムの管理に関し教育委

員会が必要と認める業務を行うこ

と。  

（指定管理者の原状回復義務）  （指定管理者の原状回復義務）  

第１８条 指定管理者は、その指定期間

が満了したとき、又は地方自治法第２

４４条の２第１１項の規定により指定

を取り消され、若しくは期間を定めて

管理に係る事務の全部若しくは一部の

停止を命ぜられたときは、速やかに管

理しなくなった当該施設の施設、設備

等を原状に回復しなければならない。

第１９条 指定管理者は、その指定期間

が満了したとき、又は地方自治法第２

４４条の２第１１項の規定により指定

を取り消され、若しくは期間を定めて

管理に係る事務の全部若しくは一部の

停止を命ぜられたときは、速やかに管

理しなくなった当該施設の施設、設備

等を原状に回復しなければならない。
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ただし、市長の承諾を得たときは、こ

の限りでない。  

ただし、教育委員会の承諾を得たとき

は、この限りでない。  

（秘密保持義務）  （秘密保持義務）  

第１９条 （略）  第２０条 （略）  

（開場時間）  （開場時間）  

第２０条 （略）  第２１条 （略）  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、市長の承認を得て前項の開場

時間を変更することができる。  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、教育委員会の承認を得て前項

の開場時間を変更することができる。  

（休場日）  （休場日）  

第２１条 （略）  第２２条 （略）  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、市長の承認を得て前項の休場

日を変更することができる。  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、教育委員会の承認を得て前項

の休場日を変更することができる。  

（利用料金）  （利用料金）  

第２２条 利用料金の額は、別表第２の

２に定める額を超えない範囲内で指定

管理者が定める額とする。この場合に

おいて、指定管理者は、あらかじめ当

該利用料金の額について市長の承認を

受けなければならない。  

第２３条 利用料金の額は、別表第２の

２に定める額を超えない範囲内で指定

管理者が定める額とする。この場合に

おいて、指定管理者は、あらかじめ当

該利用料金の額について教育委員会の

承認を受けなければならない。  

２ （略）  ２ （略）  

（準用規定）  （準用規定）  

第２３条 第４条から第１３条までの規

定は、きらめきスタジアムの利用につ

いて準用する。この場合において、第

４条第１項中「スポーツ施設（敦賀市

きらめきスタジアムを除く。）」とあ

るのは「きらめきスタジアム」と、同

項、同条第２項、第５条、第７条第１

項、第１０条、第１１条及び第１２条

第２項中「市長」とあるのは「指定管

第２４条 第５条から第１４条までの規

定は、きらめきスタジアムの利用につ

いて準用する。この場合において、第

５条第１項中「スポーツ施設（敦賀市

きらめきスタジアムを除く。）」とあ

るのは「きらめきスタジアム」と、同

項、同条第２項、第６条、第８条第１

項、第１１条、第１２条及び第１３条

第２項中「教育委員会」とあるのは「
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理者」と、第４条第１項及び第６条中

「使用し」とあるのは「利用し」と、

第５条、第１１条及び第１２条第１項

中「使用を」とあるのは「利用を」と

、第６条及び第１２条第１項中「使用

の」とあるのは「利用の」と、第６条

、第７条第１項、第１０条、第１１条

、第１２条及び第１３条中「使用者」

とあるのは「利用者」と、第７条、第

８条、第９条及び第１１条第３号中「

使用料」とあるのは「利用料金」と、

第１１条中「使用許可」とあるのは「

利用許可」と、「使用条件」とあるの

は「利用条件」と、第１３条中「使用

中」とあるのは「利用中」と読み替え

るものとする。  

指定管理者」と、第５条第１項及び第

７条中「使用し」とあるのは「利用し

」と、第６条、第１２条及び第１３条

第１項中「使用を」とあるのは「利用

を」と、第７条及び第１３条第１項中

「使用の」とあるのは「利用の」と、

第７条、第８条第１項、第１１条、第

１２条、第１３条及び第１４条中「使

用者」とあるのは「利用者」と、第８

条、第９条、第１０条及び第１２条第

３号中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、第１２条中「使用許可」とあ

るのは「利用許可」と、「使用条件」

とあるのは「利用条件」と、第１４条

中「使用中」とあるのは「利用中」と

読み替えるものとする。  

（免責）  （免責）  

第２４条 （略）  第２５条 （略）  

（委任）  （委任）  

第２５条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。  

第２６条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、教育委員会規則で定める。  

別表第２中「第８条関係」を「第７条関係」に改める。 
  別表第２の３の花城テニスコートのア コートの表中「教育委員会」

を「市長」に改める。 
（敦賀市武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 敦賀市武道館の設置及び管理に関する条例（平成１３年敦賀市

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 
改正後  改正前  

（指定管理者による管理）  （指定管理者による管理）  
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第４条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、武道館の管理を法人その他の

団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせ

るものとする。  

第４条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、武道館の管理を法人その他の

団体であって教育委員会が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に

行わせるものとする。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。  

２ 前項の指定を受けようとするものは

、教育委員会規則で定めるところによ

り、教育委員会に申請しなければなら

ない。  

３ 市長は、武道館の管理上特別の事由

がある場合として規則で定める場合に

あっては、前項の規定により申請する

ことができるものを指名することがで

きる。  

３ 教育委員会は、武道館の管理上特別

の事由がある場合として教育委員会規

則で定める場合にあっては、前項の規

定により申請することができるものを

指名することができる。  

（指定管理者の指定の基準）  （指定管理者の指定の基準）  

第５条 市長は、前条第２項の規定によ

る申請があったときは、次に掲げる基

準に適合しているもののうち設置目的

を最も効果的に達成することができる

と認めるものを、議会の議決を経て指

定管理者として指定するものとする。  

第５条 教育委員会は、前条第２項の規

定による申請があったときは、次に掲

げる基準に適合しているもののうち設

置目的を最も効果的に達成することが

できると認めるものを、あらかじめ市

長と協議し、議会の議決を経て指定管

理者として指定するものとする。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、武道

館の管理を効果的かつ効率的に行う

ために必要なものとして規則で定め

る基準  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、武道

館の管理を効果的かつ効率的に行う

ために必要なものとして教育委員会

規則で定める基準  

（指定の公示等）  （指定の公示等）  

第６条 市長は、前条の規定により指定

管理者を指定したときは、その旨を公

示しなければならない。地方自治法第

第６条 教育委員会は、前条の規定によ

り指定管理者を指定したときは、その

旨を公示しなければならない。地方自
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２４４条の２第１１項の規定により指

定を取り消し、又は管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じたときも同

様とする。  

治法第２４４条の２第１１項の規定に

より指定を取り消し、又は管理の業務

の全部若しくは一部の停止を命じたと

きも同様とする。  

２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。  

２ 指定管理者は、その名称又は主たる

事務所の所在地を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の２週間前

までに、その旨を教育委員会に届け出

なければならない。  

３ 市長は、前項の規定による届出があ

ったときは、その旨を公示しなければ

ならない。  

３ 教育委員会は、前項の規定による届

出があったときは、その旨を公示しな

ければならない。  

（指定管理者が行う業務の範囲）  （指定管理者が行う業務の範囲）  

第７条 指定管理者が行う武道館の管理

の業務の範囲は、次に掲げるとおりと

する。  

第７条 指定管理者が行う武道館の管理

の業務の範囲は、次に掲げるとおりと

する。  

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略）  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、武道

館の管理に関し市長が必要と認める

業務を行うこと。  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、武道

館の管理に関し教育委員会が必要と

認める業務を行うこと。  

（指定管理者の原状回復義務）  （指定管理者の原状回復義務）  

第８条 指定管理者は、その指定期間が

満了したとき、又は地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管

理に係る事務の全部若しくは一部の停

止を命ぜられたときは、速やかに施設

、設備等を原状に回復しなければなら

ない。ただし、市長の承諾を得たとき

は、この限りでない。  

第８条 指定管理者は、その指定期間が

満了したとき、又は地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管

理に係る事務の全部若しくは一部の停

止を命ぜられたときは、速やかに施設

、設備等を原状に回復しなければなら

ない。ただし、教育委員会の承諾を得

たときは、この限りでない。  

  

（開館時間）  （開館時間）  
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第１０条 （略）  第１０条 （略）  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、市長の承認を得て前項の開館

時間を変更することができる。  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、教育委員会の承認を得て前項

の開館時間を変更することができる。  

（休館日）  （休館日）  

第１１条 （略）  第１１条 （略）  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、市長の承認を得て前項の休館

日を変更することができる。  

２ 指定管理者は、必要があると認める

ときは、教育委員会の承認を得て前項

の休館日を変更することができる。  

  

（利用許可の取消し等）  （利用許可の取消し等）  

第１６条 指定管理者は、利用者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第

１２条第１項の許可（以下「利用許可

」という。）を取り消し、又は利用を

中止させ、若しくは利用の条件を変更

することができる。  

第１６条 指定管理者は、利用者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第

１２条第１項の許可（以下「利用許可

」という。）を取り消し、又は利用を

中止させ、若しくは利用の条件を変更

することができる。  

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく教育委員

会規則に違反したとき。  

（利用料金）  （利用料金）  

第１７条 （略）  第１７条 （略）  

２ 利用料金の額は、別表に定める額を

超えない範囲内で指定管理者が定める

額とする。この場合において、指定管

理者は、あらかじめ、当該利用料金の

額について市長の承認を受けなければ

ならない。  

２ 利用料金の額は、別表に定める額を

超えない範囲内で指定管理者が定める

額とする。この場合において、指定管

理者は、あらかじめ、当該利用料金の

額について教育委員会の承認を受けな

ければならない。  

３ （略）  ３ （略）  

  

（原状回復の義務）  （原状回復の義務）  
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第２１条 （略）  第２１条 （略）  

２ 利用者が前項の規定を履行しないと

きは、市長が利用者に代わってこれを

執行し、その費用は利用者の負担とす

る。  

２ 利用者が前項の規定を履行しないと

きは、教育委員会が利用者に代わって

これを執行し、その費用は利用者の負

担とする。  

（入館の制限等）  （入館の制限等）  

第２２条 指定管理者は、次のいずれか

に該当する者に対しては、武道館への

入館を禁止し、又は武道館から退去さ

せることができる。  

第２２条 指定管理者は、次のいずれか

に該当する者に対しては、武道館への

入館を禁止し、又は武道館から退去さ

せることができる。  

⑴ （略）  ⑴ （略）  

⑵ その他規則で定める管理運営上支

障があると認められる者  

⑵ その他教育委員会規則で定める管

理運営上支障があると認められる者  

  

（委任）  （委任）  

第２５条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。  

第２５条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、教育委員会規則で定める。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   提案理由 
 教育に関する事務の職務権限の一部を、教育委員会から市長に移管する

ため、この案を提出する。 
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第 １９ 号 議 案 

 
 
 
   敦賀市部設置条例の一部改正の件 
 
 敦賀市部設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 
                 
                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市部設置条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市部設置条例（平成１９年敦賀市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（部の設置） （部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、次の部を置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌

させるため、次の部を置く。 

⑴～⑸ (略) ⑴～⑸ (略) 

⑹ 文化交流部  

⑺ (略) ⑹ (略) 

⑻ (略) ⑺ (略) 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は、次のとおりと

する。 

第２条 部の分掌事務は、次のとおりと

する。 

⑴～⑸ (略) ⑴～⑸ (略) 

⑹ 文化交流部  

ア 文化に関すること。  

イ 文化財の保護に関すること。  

ウ スポーツに関すること。  

エ 国内外との交流に関すること。  

⑺ まちづくり観光部 ⑹ まちづくり観光部 

ア～エ (略) ア～エ (略) 

 オ 国内外との交流に関すること。 
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オ (略) カ (略) 

カ (略) キ (略) 

キ (略) ク (略) 

⑻ (略) ⑺ (略) 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政組織の改革を行いたいので、こ

の案を提出する。 
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第 ２０ 号 議 案 

 

 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に 

   関する条例制定の件 

 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （敦賀市恩給条例の一部改正） 

第１条 敦賀市恩給条例（昭和１８年敦賀市条例第５号）の一部を次のように改 

 正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

第７条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル

権利ヲ有スル者、次ノ各号ノ一ニ該当

スルトキハ、其ノ権利消滅ス。 

第７条 退隠料又ハ遺族扶助料ヲ受クル

権利ヲ有スル者、次ノ各号ノ一ニ該当

スルトキハ、其ノ権利消滅ス。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 死刑又ハ無期若クハ３年ヲ超ユル

拘禁刑ニ処セラレタルトキ。 

 ⑵ 死刑又ハ無期若クハ３年ヲ超ユル

懲役若クハ禁錮ノ刑ニ処セラレタル

トキ。 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

  

第９条 次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ

、其ノ引続キタル在職ニ付退隠料又ハ

退職給与金ヲ受クル資格ヲ失フ。 

第９条 次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ

、其ノ引続キタル在職ニ付退隠料又ハ

退職給与金ヲ受クル資格ヲ失フ。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 在職中ノ犯罪行為ニ依リ拘禁刑以

上ノ刑ニ処セラレタルトキ。 

 ⑶ 在職中ノ犯罪行為ニ依リ禁錮以上

ノ刑ニ処セラレタルトキ。 

第１０条 退隠料ヲ受クルモノ次ノ各号

ノ一ニ該当スルトキハ、其ノ間之ヲ停

止ス。 

第１０条 退隠料ヲ受クルモノ次ノ各号

ノ一ニ該当スルトキハ、其ノ間之ヲ停

止ス。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ ３年以下ノ拘禁刑以上ノ刑ニ処セ  ⑵ ３年以下ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑
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ラレタルトキハ其ノ翌月ヨリ其ノ執

行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキ

ニ至リタル月迄。但シ、刑ノ執行猶

予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ、之ヲ停

止セス。其ノ言渡ヲ取消サレタルト

キハ、其ノ翌日ヨリ刑ノ執行ヲ終リ

又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタ

ル月迄之ヲ停止ス。 

ニ処セラレタルトキハ其ノ翌月ヨリ

其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコ

トナキニ至リタル月迄。但シ、刑ノ

執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ、

之ヲ停止セス。其ノ言渡ヲ取消サレ

タルトキハ、其ノ翌日ヨリ刑ノ執行

ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ

至リタル月迄之ヲ停止ス。 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

 （略）  （略） 

 （職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の給与に関する条例（昭和２６年敦賀市条例第５号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該

当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当（第４号に掲げる者にあっては

、その支給を一時差し止めた期末手当

）は、支給しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該

当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当（第４号に掲げる者にあっては

、その支給を一時差し止めた期末手当

）は、支給しない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号

に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの

間に拘禁刑以上の刑に処せられたも

の 

 ⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号

に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの

間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当

の支給を一時差し止める処分を受け

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当

の支給を一時差し止める処分を受け
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た者（当該処分を取り消された者を

除く。）で、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以

上の刑に処せられたもの 

た者（当該処分を取り消された者を

除く。）で、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上

の刑に処せられたもの 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期

末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職した

ものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期

末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職した

ものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その

者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和２

３年法律第１３１号）第６編に規定

する略式手続によるものを除く。第

３項において同じ。）をされ、その

判決が確定していない場合 

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その

者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて禁錮
こ

以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３

年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第３

項において同じ。）をされ、その判

決が確定していない場合 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 任命権者は、一時差止処分について

、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止

処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において

、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的

に明らかに反すると認めるときは、こ

３ 任命権者は、一時差止処分について

、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止

処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において

、一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し現に逮捕されているときその他これ

を取り消すことが一時差止処分の目的

に明らかに反すると認めるときは、こ
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の限りでない。 の限りでない。 

 ⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられなかった場合 

 ⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処

せられなかった場合 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 （職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２６年敦賀市条例 

 第２５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （失職の特例）  （失職の特例） 

第５条 法第１６条第１号の規定に該当

するに至った職員のうち、公務遂行中

の過失により拘禁刑以上の刑に処せら

れ、その刑の執行を猶予された職員に

ついては、任命権者が情状を考慮して

特に必要と認めるときに限り、その職

を失わないものとすることができる。 

第５条 法第１６条第１号の規定に該当

するに至った職員のうち、公務遂行中

の過失により禁錮
こ

以上の刑に処せられ

、その刑の執行を猶予された職員につ

いては、任命権者が情状を考慮して特

に必要と認めるときに限り、その職を

失わないものとすることができる。 

２ （略） ２ （略） 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年敦賀市条例第１９号）の一部 

 を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （退職手当の支払の差止め）  （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 退職をした者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職を

第１３条 退職をした者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職を
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した者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。 

した者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。 

 ⑴ 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係る犯罪について拘禁刑以上

の刑が定められているものに限り、

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３

１号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をさ

れた場合において、その判決の確定

前に退職をしたとき。 

 ⑴ 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮以上の

刑が定められているものに限り、刑

事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によ

るものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払

差止処分を行った退職手当管理機関は

、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該支払差止

処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において

、当該支払差止処分を受けた者がその

者の基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときそ

の他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払

差止処分を行った退職手当管理機関は

、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該支払差止

処分を取り消さなければならない。た

だし、第３号に該当する場合において

、当該支払差止処分を受けた者がその

者の基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときそ

の他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りでない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由とな

った起訴又は行為に係る刑事事件に

つき、判決が確定した場合（拘禁刑

以上の刑に処せられた場合及び無罪

の判決が確定した場合を除く。）又

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由とな

った起訴又は行為に係る刑事事件に

つき、判決が確定した場合（禁錮以

上の刑に処せられた場合及び無罪の

判決が確定した場合を除く。）又は
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は公訴を提起しない処分があった場

合であって、次条第１項の規定によ

る処分を受けることなく、当該判決

が確定した日又は当該公訴を提起し

ない処分があった日から６月を経過

した場合 

公訴を提起しない処分があった場合

であって、次条第１項の規定による

処分を受けることなく、当該判決が

確定した日又は当該公訴を提起しな

い処分があった日から６月を経過し

た場合 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた

場合等の退職手当の支給制限） 

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場

合等の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした

者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１２条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退

職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職

手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした

者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１２条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退

職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職

手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に拘禁刑以上の刑に処せられたと

き。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に禁錮以上の刑に処せられたとき

。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 
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２～６ （略） ２～６ （略） 

 （退職をした者の退職手当の返納）  （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、第１２条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の

状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１０条第３項、第６項又は第８項

の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条に

おいて「失業手当受給可能者」という

。）であった場合には、これらの規定

により算出される金額（次条及び第１

７条において「失業者退職手当額」と

いう。）を除く。）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる

。 

第１５条 退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、第１２条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の

状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１０条第３項、第６項又は第８項

の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条に

おいて「失業手当受給可能者」という

。）であった場合には、これらの規定

により算出される金額（次条及び第１

７条において「失業者退職手当額」と

いう。）を除く。）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる

。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたとき。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたとき。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

 （退職手当受給者の相続人からの退職

手当相当額の納付） 

 （退職手当受給者の相続人からの退職

手当相当額の納付） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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４ 退職手当の受給者が、当該退職の日

から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合において、当該刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられた後において第

１５条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡したときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該刑

事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、

失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日

から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第１

５条第１項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事

事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

 （敦賀市環境保全条例の一部改正） 

第５条 敦賀市環境保全条例（昭和４７年敦賀市条例第２１号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

第６０条 第３２条、第３６条の規定に

よる命令に違反した者は１年以下の拘

禁刑又は１０万円以下の罰金に処する

。 

第６０条 第３２条、第３６条の規定に

よる命令に違反した者は１年以下の懲

役又は１０万円以下の罰金に処する。 

 （敦賀市公設地方卸売市場条例の一部改正） 

第６条 敦賀市公設地方卸売市場条例（昭和５９年敦賀市条例第３３号）の一部 

 を次のように改正する。 
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  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （許可の制限）  （許可の制限） 

第１３条の４ 市長は、卸売業務を行う

ことについて第１３条の規定による許

可を受けようとする者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、同条の許可

をしないものとする。 

第１３条の４ 市長は、卸売業務を行う

ことについて第１３条の規定による許

可を受けようとする者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、同条の許可

をしないものとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられた者又

は法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その刑の執行を終わ

り、又は刑の執行を受けることがな

くなった日から起算して３年を経過

しないもの 

 ⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は

法の規定に違反して罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり

、又は刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過し

ないもの 

 ⑶～⑺ （略）  ⑶～⑺ （略） 

  

 （登録の拒否）  （登録の拒否） 

第２２条 市長は、第１９条第１項又は

第３項の登録の申請があった場合にお

いて、その申請に係る競り売りを行お

うとする者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は申請書若しくはその

添付書類に重要な事項について虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記

載が欠けているときは、その登録を拒

否しなければならない。 

第２２条 市長は、第１９条第１項又は

第３項の登録の申請があった場合にお

いて、その申請に係る競り売りを行お

うとする者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は申請書若しくはその

添付書類に重要な事項について虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記

載が欠けているときは、その登録を拒

否しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられた者又

は法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その刑の執行を終わ

 ⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は

法の規定に違反して罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり
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り、又は刑の執行を受けることがな

くなった日から起算して３年を経過

しないもの 

、又は刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過し

ないもの 

 ⑶～⑺ （略）  ⑶～⑺ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 （許可の制限）  （許可の制限） 

第３９条 市長は、第１種関連事業を営

むことについて第３６条第１項の規定

による許可を受けようとする者が次の

各号のいずれかに該当するときは、同

項の許可をしないものとする。 

第３９条 市長は、第１種関連事業を営

むことについて第３６条第１項の規定

による許可を受けようとする者が次の

各号のいずれかに該当するときは、同

項の許可をしないものとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられた者又

は法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その刑の執行を終わ

り、又は刑の執行を受けることがな

くなった日から起算して３年を経過

しないもの 

 ⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は

法の規定に違反して罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり

、又は刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過し

ないもの 

 ⑶～⑺ （略）  ⑶～⑺ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （敦賀市水道水源保護条例の一部改正） 

第７条 敦賀市水道水源保護条例（平成１３年敦賀市条例第２１号）の一部を次 

 のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

第４３条 第１９条、第２５条又は第２

９条第１項、第２項若しくは第３項の

規定による命令に違反した者は、２年

以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰

金に処する。 

第４３条 第１９条、第２５条又は第２

９条第１項、第２項若しくは第３項の

規定による命令に違反した者は、２年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 
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第４４条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、１年以下の拘禁刑又は５０万

円以下の罰金に処する。 

第４４条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、１年以下の懲役又は５０万円

以下の罰金に処する。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

第４５条 第１８条（第２１条第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は第

２０条第３項の規定による命令に違反

した者は、１年以下の拘禁刑又は３０

万円以下の罰金に処する。 

第４５条 第１８条（第２１条第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は第

２０条第３項の規定による命令に違反

した者は、１年以下の懲役又は３０万

円以下の罰金に処する。 

第４６条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、６月以下の拘禁刑又は３０万

円以下の罰金に処する。 

第４６条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、６月以下の懲役又は３０万円

以下の罰金に処する。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

２ 過失により、前項第１号の罪を犯し

た者は、３月以下の拘禁刑又は２０万

円以下の罰金に処する。 

２ 過失により、前項第１号の罪を犯し

た者は、３月以下の禁錮又は２０万円

以下の罰金に処する。 

第４７条 第１４条第１項、第２０条第

１項又は第２１条第１項の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした者

は、３月以下の拘禁刑又は２０万円以

下の罰金に処する。 

第４７条 第１４条第１項、第２０条第

１項又は第２１条第１項の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした者

は、３月以下の懲役又は２０万円以下

の罰金に処する。 

 （敦賀市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第８条 敦賀市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年敦賀市条例第１号 

 ）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

第５３条 職員若しくは職員であった者

、第９条第２項若しくは第１５条第５

項の委託を受けた業務に従事している

者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しく

第５３条 職員若しくは職員であった者

、第９条第２項若しくは第１５条第５

項の委託を受けた業務に従事している

者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しく
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は匿名加工情報の取扱いに従事してい

る派遣労働者若しくは従事していた派

遣労働者が、正当な理由がないのに、

個人の秘密に属する事項が記録された

第２条第５項第１号に係る個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。）を提供し

たときは、２年以下の拘禁刑又は１０

０万円以下の罰金に処する。  

は匿名加工情報の取扱いに従事してい

る派遣労働者若しくは従事していた派

遣労働者が、正当な理由がないのに、

個人の秘密に属する事項が記録された

第２条第５項第１号に係る個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。）を提供し

たときは、２年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処する。  

第５４条 前条に規定する者が、その業

務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で提供し、又は盗用したときは、

１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の

罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業

務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で提供し、又は盗用したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、

専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録さ

れた文書、図画又は電磁的記録を収集

したときは、１年以下の拘禁刑又は５

０万円以下の罰金に処する。  

第５５条 職員がその職権を濫用して、

専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録さ

れた文書、図画又は電磁的記録を収集

したときは、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。  

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例  

 によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の  

 条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に  

 定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第２条の規 

 定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑  

 法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のも  
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 のに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（ 

 以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が 

 含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期 

 を同じくする有期拘禁刑とする。 

４ 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

 関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施 

 行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪についてされ 

 た起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 刑法等の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提

出する。 
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第 ２１ 号 議 案 

 

 

 

   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性 

の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジ 

タル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関 

係条例の整理に関する条例制定の件 

 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のよう

に制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 敦賀市市税賦課徴収条例（昭和２５年敦賀市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （市民税の申告）  （市民税の申告） 

第２８条の２ （略） 第２８条の２ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 市長は市民税の賦課徴収について必

要があると認める場合には、新たに第

１６条第１項第３号又は第４号に掲げ

る者に該当することとなつた者に当該

該当することとなったその日から３０

日以内にその名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所

又は寮等の所在、法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第１６項に規

定する法人番号をいう。以下市民税に

ついて同じ。）、当該該当することと

なった日、その他必要な事項を申告さ

８ 市長は市民税の賦課徴収について必

要があると認める場合には、新たに第

１６条第１項第３号又は第４号に掲げ

る者に該当することとなつた者に当該

該当することとなったその日から３０

日以内にその名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所

又は寮等の所在、法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第１５項に規

定する法人番号をいう。以下市民税に

ついて同じ。）、当該該当することと

なった日、その他必要な事項を申告さ
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せることができる。 せることができる。 

  

（施行規則第１５条の３第３項並びに

第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに

第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

第４６条の２ 施行規則第１５条の３第

３項並びに第１５条の３の２第４項及

び第５項の規定による補正の方法の申

出は、当該家屋に係る区分所有者の代

表者が毎年１月３１日までに次の各号

に掲げる事項を記載した申出書を、市

長に提出して行わなければならない。 

第４６条の２ 施行規則第１５条の３第

３項並びに第１５条の３の２第４項及

び第５項の規定による補正の方法の申

出は、当該家屋に係る区分所有者の代

表者が毎年１月３１日までに次の各号

に掲げる事項を記載した申出書を、市

長に提出して行わなければならない。 

 ⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下固定資産税について同じ

。）又は法人番号（同条第１６項に

規定する法人番号をいう。以下固定

資産税について同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称） 

 ⑴ 代表者の住所、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下固定資産税について同じ

。）又は法人番号（同条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下固定

資産税について同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称） 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 （種別割の減免）  （種別割の減免） 

第７６条 （略） 第７６条 （略） 

２ 前項の規定によって、種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに

当該軽自動車等について減免を受けよ

２ 前項の規定によって、種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに

当該軽自動車等について減免を受けよ
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うとする税額及び次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付してこれ

を市長に提出しなければならない。 

⑴ （略） 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。

以下この号及び次条において同じ。

）又は法人番号（同法第２条第１６

項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称） 

うとする税額及び次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付してこれ

を市長に提出しなければならない。 

⑴ （略） 

⑵ 軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。

以下この号及び次条において同じ。

）又は法人番号（同法第２条第１５

項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称） 

⑶～⑻ （略） ⑶～⑻ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免） 

第１３１条の３ （略） 第１３１条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の

減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請

書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。ただし、市長が、

当該者が所有し、又は取得する土地が

同項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、特別土地保有税

２ 前項の規定により特別土地保有税の

減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請

書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。ただし、市長が、

当該者が所有し、又は取得する土地が

同項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、特別土地保有税
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を減免する必要があると認める場合は

、この限りでない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第１６項に

規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

⑵・⑶ （略） 

を減免する必要があると認める場合は

、この限りでない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

⑵・⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営

申告） 

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営

申告） 

第１４０条 鉱泉浴場を経営しようとす

る者は、経営開始の日の前日までに次

に掲げる事項を市長に申告しなければ

ならない。申告した事項に異動があっ

た場合においては、直ちにその旨を申

告しなければならない。 

第１４０条 鉱泉浴場を経営しようとす

る者は、経営開始の日の前日までに次

に掲げる事項を市長に申告しなければ

ならない。申告した事項に異動があっ

た場合においては、直ちにその旨を申

告しなければならない。 

⑴ 経営者の住所又は事務所若しくは

事業所の所在地、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は法人番号（同条第

１６項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事

⑴ 経営者の住所又は事務所若しくは

事業所の所在地、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は法人番号（同条第

１５項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事
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業所の所在地及び氏名又は名称） 業所の所在地及び氏名又は名称） 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

 （敦賀市個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

第２条 敦賀市個人番号の利用に関する条例（平成２７年敦賀市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 特定個人情報 法第２条第９項に

規定する特定個人情報をいう。 

⑶ 個人番号利用事務実施者 法第２

条第１３項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

⑷ 情報提供ネットワークシステム 

法第２条第１５項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

⑸・⑹ （略） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 特定個人情報 法第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。 

⑶ 個人番号利用事務実施者 法第２

条第１２項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

⑷ 情報提供ネットワークシステム 

法第２条第１４項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

⑸・⑹ （略） 

 （敦賀市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第３条 敦賀市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年敦賀市条例第１号 

 ）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す 

 ように改正する。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 
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１０ この条例において「特定個人情報

」とは、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以

下「番号利用法」という。）第２条第

９項に規定する特定個人情報をいう。 

１０ この条例において「特定個人情報

」とは、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以

下「番号利用法」という。）第２条第

８項に規定する特定個人情報をいう。 

１１～１３ （略） １１～１３ （略） 

  

 （利用及び提供の制限）  （利用及び提供の制限） 

第１２条 （略）                                      第１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２

項第２号から第４号まで及び第２９条

の規定は適用しないものとし、次の表

の左欄に掲げる規定の適用については

、これらの規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２

項第２号から第４号まで及び第２９条

の規定は適用しないものとし、次の表

の左欄に掲げる規定の適用については

、これらの規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（略） （略） （略） 

第１２

条第２

項第１

号 

（略） （略） 

第３８

条第１

項第１

号 

又は第１２条第

１項及び第２項

の規定に違反し

て利用されてい

るとき 

第１２条第５項

の規定により読

み替えて適用す

る同条第１項及

び第２項（第１

号に係る部分に

限る。）の規定

に違反して利用

されているとき

（略） （略） （略） 

第１２

条第２

項第１

号 

（略） （略） 

第３８

条第１

項第１

号 

又は第１２条第

１項及び第２項

の規定に違反し

て利用されてい

るとき 

第１２条第５項

の規定により読

み替えて適用す

る同条第１項及

び第２項（第１

号に係る部分に

限る。）の規定

に違反して利用

されているとき
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、番号利用法第

２０条の規定に

違反して収集さ

れ、若しくは保

管されていると

き、又は番号利

用法第２９条の

規定に違反して

作成された特定

個人情報ファイ

ル（番号利用法

第２条第１０項

に規定する特定

個人情報ファイ

ルをいう。）に

記録されている

とき 

第３８

条第１

項第２

号 

（略） （略） 

 

、番号利用法第

２０条の規定に

違反して収集さ

れ、若しくは保

管されていると

き、又は番号利

用法第２９条の

規定に違反して

作成された特定

個人情報ファイ

ル（番号利用法

第２条第９項に

規定する特定個

人情報ファイル

をいう。）に記

録されていると

き 

第３８

条第１

項第２

号 

（略） （略） 

 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出する。 
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第 ２２ 号 議 案 

 
 

 

   敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の件 

 

 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年敦賀市条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤

務及び時間外勤務の制限） 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤

務及び時間外勤務の制限） 

第８条の４ （略） 第８条の４ （略） 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員が、規則

で定めるところにより、当該子を養

育するために請求した場合には、当

該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困

難である場合を除き、第８条第２項

に規定する勤務（災害その他避ける

ことのできない事由に基づく臨時の

勤務を除く。次項において同じ。）

をさせてはならない。 

２ 任命権者は、３歳に満たない子の

ある職員が、規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求

した場合には、当該請求をした職員

の業務を処理するための措置を講ず

ることが著しく困難である場合を除

き、第８条第２項に規定する勤務（

災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務を除く。次項

において同じ。）をさせてはならな

い。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項

に規定する要介護者を介護する職員

について準用する。この場合におい

て、第１項中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、

４ 前３項の規定は、第１５条第１項

に規定する要介護者を介護する職員

について準用する。この場合におい

て、第１項中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、
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深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。）において常態として当

該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、並びに第２項及び前

項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定める

ところにより、当該子を養育」とあ

るのは「要介護者のある職員（ただ

し、規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該要介

護者を介護」と、第１項中「深夜に

おける」とあるのは「深夜（午後１

０時から翌日の午前５時までの間を

いう。）における」と、第２項中「

当該請求をした職員の業務を処理す

るための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の運

営に支障がある」と読み替えるもの

とする。 

深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。）において常態として当

該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、第２項中「３歳に満

たない子のある職員が、規則で定め

るところにより、当該子を養育」と

あり、及び前項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子

を養育」とあるのは「要介護者のあ

る職員（ただし、規則で定める者に

該当する場合における当該職員を除

く。）が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第１

項中「深夜における」とあるのは「

深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。）における」と

、第２項中「当該請求をした職員の

業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるの

は「公務の運営に支障がある」と読

み替えるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （介護休暇）  （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護

者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含

第１５条 介護休暇は、職員が要介護

者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含
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む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則

で定める者（第１６条の２第１項に

おいて「配偶者等」という。）で負

傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに

支障があるものをいう。以下同じ。

）の介護をするため、任命権者が、

規則の定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通

算して６月を超えない範囲内で指定

す る 期 間 （ 以 下 「 指 定 期 間 」 と い

う。）内において勤務しないことが

相当であると認められる場合におけ

る休暇とする。 

む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則

で定める者で負傷、疾病又は老齢に

より規則で定める期間にわたり日常

生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため

、任命権者が、規則の定めるところ

により、職員の申出に基づき、要介

護者の各々が当該介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、３回を超

えず、かつ、通算して６月を超えな

い範囲内で指定する期間（以下「指

定期間」という。）内において勤務

しないことが相当であると認められ

る場合における休暇とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及

び介護時間の承認） 

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及

び介護時間の承認） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

 （配偶者等が介護を必要とする状況

に至った職員に対する意向確認等） 

 

第１６条の２ 任命権者は、職員が当

該任命権者に対し、配偶者等が当該

職員の介護を必要とする状況に至っ

たことを申し出たときは、当該職員

に対して、仕事と介護との両立に資

する制度又は措置（以下この条及び

次条において「介護両立支援制度等

」という。）その他の事項を知らせ
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るとともに、介護両立支援制度等の

申告、請求又は申出（次条において

「請求等」という。）に係る当該職

員の意向を確認するための面談その

他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該

職員が４０歳に達する日の属する年

度（４月１日から翌年の３月３１日

までをいう。）において、前項に規

定する事項を知らせなければならな

い。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置）  

第１６条の３ 任命権者は、介護両立

支援制度等の請求等が円滑に行われ

るようにするため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 

 ⑴ 職員に対する介護両立支援制度

等に係る研修の実施 

 

 ⑵ 介護両立支援制度等に関する相

談体制の整備 

 

 ⑶ その他介護両立支援制度等に係

る勤務環境の整備に関する措置 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務

制限開始日とする改正後の敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条

の４第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前において

も、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 
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   提案理由 

 仕事と生活の両立支援のため、時間外勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大

及び仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備を行いたいので、

この案を提出する。 
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第 ２３ 号 議 案 

 
 

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件 

 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年敦賀市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （部分休業の承認）  （部分休業の承認） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承

認については、１日につき、当該非

常勤職員について１日につき定めら

れた勤務時間から５時間４５分を減

じた時間を超えない範囲内で（当該

非常勤職員が育児時間又は育児休業

、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号）第６１条の２第

２０項の規定による介護をするため

の時間（以下「介護をするための時

間」という。）の承認を受けて勤務

しない場合にあっては、当該時間を

超えない範囲内で、かつ、２時間か

ら当該育児時間又は当該介護をする

ための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲

内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承

認については、１日につき、当該非

常勤職員について１日につき定めら

れた勤務時間から５時間４５分を減

じた時間を超えない範囲内で（当該

非常勤職員が育児時間又は育児休業

、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号）第６１条第３２

項において読み替えて準用する同条

第２９項の規定による介護をするた

めの時間（以下「介護をするための

時間」という。）の承認を受けて勤

務しない場合にあっては、当該時間

を超えない範囲内で、かつ、２時間

から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務し

ない時間を減じた時間を超えない範 
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 囲内で）行うものとする。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一

部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出する。 
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第 ２４ 号 議 案 

 
 
 
   職員の旅費支給に関する条例の一部改正の件 
 
 職員の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 
                 
                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   職員の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の旅費支給に関する条例（昭和２６年敦賀市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （用語の意義）  （職員の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例で職員とは、市長、副

市長及び地方公務員法第３条第２項に

規定する一般職の職員をいう。 

 ⑴ 職員 市長、副市長及び地方公務

員法第３条第２項に規定する一般職

の職員をいう。 

 

 ⑵ 旅行役務提供者 旅行業者（旅行

業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業

者をいう。）その他の規則で定める

者（以下この号において「旅行業者

等」という。）であって、市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対

して旅行に係る役務その他の規則で

定めるものを旅行者に提供すること

を約し、かつ、市が当該旅行業者等

に対して当該旅行に係る旅費に相当

する金額を支払うことを約する契約

をいう。次条第８項において同じ。

）を締結したものをいう。 
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  （職務の級） 

 第３条 この条例において「何級の職務

」という場合には職員の給与に関する

条例（昭和２６年敦賀市条例第５号）

第３条第１項第１号に規定する行政職

給料表⑴による当該級の職務（その給

料が行政職給料表⑴によらない者につ

いては規則で定めるこれに相当する職

務）をいうものとする。 

  （準用） 

 第４条 この条例に定めるものを除く外

、旅費の支給に関しては、国家公務員

等の旅費に関する法律（昭和２５年法

律第１１４号）及び国家公務員等の旅

費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４

５号）を準用する。 

 （旅費の支給）  （旅費の支給） 

第３条 （略） 第５条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項、第２項、第４項及び第５項

の規定により旅費の支給を受けること

ができる者が、次条第３項の規定によ

り旅行命令等の変更（取消しを含む。

以下同じ。）を受け、又は死亡した場

合その他規則で定める場合には、当該

旅行のため既に支出した金額のうちそ

の者の損失となる金額又は支出を要す

る金額で規則で定めるものを旅費とし

て支給することができる。 

６ 第１項、第２項、第４項及び第５項

の規定により旅費の支給を受けること

ができる者がその出発前に第６条第３

項の規定により旅行命令等を取消され

又は死亡した場合において当該旅行の

ためすでに支出した金額がある時は、

当該金額のうちその者の損失となった

金額を旅費として支給することができ

る。 

７ 第１項、第２項及び第４項から第６

項までの規定により旅費の支給を受け

ることができる者が、旅行中天災その

７ 第１項、第２項及び第４項から第６

項までの規定により旅費の支給を受け

ることができる者が旅行中交通機関の



- 74 - 

他規則で定める事情により概算払を受

けた旅費額（概算払を受けなかった場

合には、概算払を受けることができた

旅費額に相当する金額）の全部又は一

部を喪失した場合には、その喪失した

旅費額の範囲内で規則で定める金額を

旅費として支給することができる。 

事故により概算払を受けた旅費額（概

算払を受けなかった場合には、概算払

を受けることができた旅費額に相当す

る金額）の全部又は一部を喪失した場

合には、その喪失した旅費額の範囲内

の金額を旅費として支給することがで

きる。 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６

項までに規定する場合において、市が

旅行役務提供契約に基づき旅行役務提

供者に支払うべき金額があるときは、

これらの項に規定する者に対する旅費

の支給に代えて、当該旅行役務提供者

に対し、当該金額を旅費に相当するも

のとして支払うことができる。 

 

 （旅行命令等）  （旅行命令等） 

第４条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命

令等の変更をする必要があると認める

場合で前項の規定に該当する場合には

、自ら又は次条第１項若しくは第２項

の規定による旅行者の申請に基づき、

その変更をすることができる。 

３ 旅行命令権者は、すでに発した旅行

命令等を変更（取消を含む。以下同じ

。）する必要があると認める場合で前

項の規定に該当する場合には、自ら又

は第７条第１項若しくは第２項の規定

による旅行者の申請に基づきこれを変

更することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し

又はその変更をするには、旅行命令簿

又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等

」という。）に規則で定める事項の記

載又は記録をしなければならない。た

だし、旅行命令簿等に当該事項の記載

又は記録をするいとまがない場合には

４ 旅行命令権者は、旅行命令を発し又

はこれを変更するには、旅行命令簿又

は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」

という。）に記載して行わなければな

らない。 
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、この限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令

簿等に記載又は記録をしなかった場合

には、できるだけ速やかに旅行命令簿

等に同項に定める事項の記載又は記録

をしなければならない。 

 

 （旅行命令等に従わない旅行）  （旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 （略） 第７条 （略） 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命

令等の変更の申請をするいとまがない

場合には、旅行命令等に従わないで旅

行した後できるだけ速やかに旅行命令

権者に旅行命令等の変更の申請をしな

ければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命

令等の変更の申請をするいとまがない

場合には、旅行命令等に従わないで旅

行した後できるだけすみやかに旅行命

令権者に旅行命令等の変更の申請をし

なければならない。 

３ （略） ３ （略） 

 （旅費の種目） （旅費の種類） 

第６条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、

航空賃、その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費及び宿泊手当とする。 

第８条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓

料とする。 

 ２ 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に

応じ旅客運賃等により支給する。 

 ３ 船賃は、水路旅行について路程に応

じ旅客運賃等により支給する。 

 ４ 航空賃は、航空旅行について路程に

応じ旅客運賃等により支給する。 

 ５ 車賃は、陸路旅行（鉄道旅行を除く

。以下同じ。）について路程に応じ１

キロメートル当たりの定額又は実費額

により支給する。 

 ６ 日当は、旅行の日数に応じ１日当た

りの定額により支給する。 

 ７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜
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当たりの定額により支給する。 

 ８ 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中

の夜数に応じ１夜当たりの定額により

支給する。 

 （旅費の計算）  （旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁

償するためのものとして前条に規定す

る旅費の種目及び第９条から第１５条

までに規定する旅費の内容に基づき、

最も経済的な通常の経路及び方法によ

り旅行した場合の旅費により計算する

。ただし、公務上必要又は天災その他

やむを得ない事情により最も経済的な

通常の経路又は方法によって旅行し難

い場合には、その現にとった経路及び

方法によって計算する。 

第９条 旅費は、最も経済的な通常の経

路及び方法により旅行した場合の旅費

により計算する。ただし、公務上必要

又は天災その他やむを得ない事情によ

り最も経済的な通常の経路又は方法に

よって旅行し難い場合には、その現に

とった経路及び方法によって計算する

。 

 第１０条 旅費計算上の旅行日数は、旅

行のために現に要した日数による。 

 第１１条 旅行者が同一地域（市町村の

存する地域、都については特別区の存

する全地域）に滞在する場合における

日当及び宿泊料は、その地域に到着し

た日の翌日から起算して滞在日数２０

日を超える場合にはその超える日数に

ついて定額の２割、滞在日数４０日を

超える場合にはその超える日数につい

て定額の３割、滞在日数６０日を超え

る場合にはその超える日数について定

額の４割に相当する額をそれぞれの定

額から減じた額による。ただし、講習

その他による特別の場合においては、

この規定にかかわらず、打切旅費を支
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給することができる。 

２ 同一地域に滞在中一時他の地に出張

した日数は、前項の日数計算につきそ

の滞在日数から除外する。 

 第１２条 私事のため在勤地又は出張地

外の地に居住又は滞在する者がその居

住地又は滞在地から直ちに旅行する場

合において居住地又は滞在地から目的

地に至る旅費額が在勤地又は出張地か

ら目的地に至る旅費額より多いときは

、当該旅行については在勤地又は出張

地から目的地に至る旅費を支給する。 

 第１３条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅

行又は陸路旅行中における年度の経過

、職務の級の変更等のため鉄道賃、船

賃、航空賃又は車賃を区分して計算す

る必要がある場合には、最初の目的地

に到着するまでの分及びそれ以降の分

に区分して計算する。 

 （旅費の請求手続）  （旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払に係る旅費を含む

。）の支給を受けようとする旅行者及

び概算払により旅費の支給を受けた旅

行者でその精算をしようとするもの並

びに旅費に相当する金額の支払を受け

ようとする旅行役務提供者は、所定の

請求書（当該請求書に記載すべき事項

を記録した電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第

第１４条 旅費（概算払に係る旅費を含

む。）の支給を受けようとする旅行者

及び概算払により旅費の支給を受けた

旅行者でその精算をしようとする者は

、所定の請求書を当該旅費の支出又は

支払をする者（以下「支出担当職員」

という。）に提出しなければならない

。 
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５項において同じ。）を含む。以下こ

の条において同じ。）に必要な書類を

添えて当該旅費の支出又は支払をする

者（以下「支出担当職員」という。）

に提出しなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記

録で作成されているときは、電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方

法をいう。次項において同じ。）をも

って提出することができる。 

 

６ 前項の規定により請求書又は資料の

提出が電磁的方法により行われたとき

は、支出担当職員の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルへの記録が

なされた時に当該請求書又は資料を提

出したものとみなす。 

 

  （証人等の旅費） 

 第１５条 第５条第４項又は第５項の規

定により支給する旅費は、特別の定め

がある場合を除く外、国家公務員その

他公職にある者には各その官公職相当

の額、その他の者にはその都度市長の

定める額とする。 

 （鉄道賃）  （鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（

昭和６１年法律第９２号）第２条第１

項に規定する鉄道事業の用に供する鉄

道及び軌道法（大正１０年法律第７６

号）第１条第１項に規定する軌道その

他規則で定めるものをいう。次項及び

第１６条 鉄道賃の額は、旅客運賃（以

下本条において「運賃」という。）及

び次に規定する料金による。 
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第１２条において同じ。）を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次

に掲げる費用（第２号から第６号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公

務のため特に必要とするものに限る。

）の額の合計額とする。 

 ⑴ 運賃  ⑴ 急行料金を徴する客車を運行させ

る路線による旅行の場合には、その

急行料金 

 ⑵ 急行料金  ⑵ 特別車両料金を徴する客車を運行

させる路線による旅行の場合には、

前号の急行料金のほか、その特別車

両料金 

 ⑶ 寝台料金  ⑶ 座席指定料金を徴する客車を運行

させる路線による旅行の場合には、

第１号の急行料金及び前号の特別車

両料金のほか、その座席指定料金 

 ⑷ 座席指定料金  

 ⑸ 特別車両料金（市長及び副市長に

限る。） 

 

 ⑹ 前各号に掲げる費用に付随する費

用 

 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された鉄道によ

り移動する場合には、最下級（市長及

び副市長が移動する場合には、最上級

）の運賃の額とする。 

２ 前項第１号の急行料金は、旅行の片

道の路程が５０キロメートル以上の場

合に限り支給する。 

 ３ 第１項第２号の特別車両料金は、市

長又は副市長の職務にある者に対して

のみ旅行の片道の路程が１００キロメ

ートル以上の場合に限り支給する。 
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 ４ 第１項第３号の座席指定料金は、旅

行の片道の路程が１００キロメートル

以上の場合に限り支給する。 

 ５ 特別の必要により急行料金を徴する

客車を運行させる路線による旅行をす

る場合においては、第２項の規定にか

かわらず、その急行料金を支給するこ

とができる。 

 （船賃）  （船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（

昭和２４年法律第１８７号）第２条第

２項に規定する船舶運航事業の用に供

する船舶その他規則で定めるものをい

う。次項及び第１２条において同じ。

）を利用する移動に要する費用とし、

その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第５号までに掲げる費用は、第１号

に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であって、公務のため特に必要とする

ものに限る。）の額の合計額とする。 

第１７条 船賃の額は、次に規定する旅

客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。

以下本条において「運賃」という。）

及び料金による。 

 ⑴ 運賃  ⑴ 運賃の等級を３階級に区分する船

舶による旅行の場合には次に規定す

る運賃 

   ア 市長又は副市長の職務にある者

については上級の運賃 

   イ １級から８級までの職務にある

者については中級の運賃 

 ⑵ 寝台料金  ⑵ 運賃の等級を２階級に区分する船

舶を運航させる航路による旅行の場

合にはその運賃 

 ⑶ 座席指定料金  ⑶ 運賃の等級を設けない船舶を運航

させる航路による旅行の場合にはそ
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の運賃 

 ⑷ 特別船室料金（市長及び副市長に

限る。） 

 ⑷ 公務上の理由により別に寝台料金

を必要とする場合には、前３号に規

定する運賃のほか、現に支払った寝

台料金 

 ⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費

用 

 ⑸ 第３号に規定する船舶で特別船室

料金を徴するものを運航させる航路

による旅行の場合には、同号の運賃

及び前号の寝台料金のほか、その特

別船室料金 

  ⑹ 座席指定料金を徴する船舶を運航

させる航路による旅行をする場合に

は、前各号に規定する運賃及び料金

のほか、その座席指定料金 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された船舶によ

り移動する場合には、最下級（市長及

び副市長が移動する場合には、最上級

）の運賃の額とする。 

２ 前項第１号又は第２号の規定に該当

する場合において当該各号に規定する

階級におけるそれぞれの運賃を更に２

以上に区分する船舶を運航させる航路

により旅行するときは、当該各号に規

定する運賃は、同一階級内の最上級の

運賃による。 

 ３ 第１項第５号の特別船室料金は、市

長又は副市長の職務にある者に限り支

給する。 

 （航空賃）  （航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（

昭和２７年法律第２３１号）第２条第

１８項に規定する航空運送事業の用に

供する航空機その他規則で定めるもの

をいう。次項及び次条において同じ。

）を利用する移動に要する費用とし、

その額は、次に掲げる費用（第２号及

第１７条の２ 航空賃の額は、現に支払

った旅客運賃及び特別座席料金による

。 
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び第３号に掲げる費用は、第１号に掲

げる運賃に加えて別に支払うものであ

って、公務のため特に必要とするもの

に限る。）の額の合計額とする。 

 ⑴ 運賃  

 ⑵ 座席指定料金  

 ⑶ 前２号に掲げる費用に付随する費

用 

 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限

は、運賃の等級が区分された航空機に

より移動する場合には、最下級（市長

及び副市長が移動する場合には、最上

級）の運賃の額とする。 

２ 特別座席料金は、市長又は副市長の

職務にある者に限り支給する。 

 （その他の交通費）  （車賃） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船

舶及び航空機以外を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる

費用（第２号から第４号までに掲げる

費用は、公務のため特に必要とするも

のに限る。）の額の合計額とする。 

第１８条 公共交通機関を利用する旅行

の車賃の額は、旅客運賃による。 

 ⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１

８３号）第３条第１号イに掲げる一

般乗合旅客自動車運送事業（路線を

定めて定期に運行する自動車により

乗合旅客の運送を行うものに限る。

）の用に供する自動車を利用する移

動に要する運賃 

 

 ⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げ

る一般乗用旅客自動車運送事業の用

に供する自動車その他の旅客を運送

する交通手段（前号に規定する自動

車を除く。）を利用する移動に要す
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る運賃 

 ⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用で

あって、道路運送法第８０条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し

渡す自家用自動車の賃料その他の移

動に直接要する費用 

 

 ⑷ 前３号に掲げる費用に付随する費

用 

 

 ２ 私有車（任命権者が定めるところに

より登録を受けた私有の自動車に限る

。）を運転する旅行で旅行命令権者の

承認を受けたもの（以下「私有車旅行

」という。）の車賃は、当該私有車を

運転する職員について支給するものと

し、その額は、別表の定額により計算

した額による。 

 ３ 私有車旅行の車賃の計算は、全路程

を通算して行う。 

 ４ 前項の規定により通算した路程に１

キロメートル未満の端数を生じた場合

には、これを切り捨てるものとする。 

  （日当） 

 第１９条 日当の額は、別表の定額によ

る。ただし、県内旅行については、日

当は、支給しない。 

 ２ 県外旅行（自動車による県外旅行を

除く。）のうち１日の路程が鉄道旅行

については１００キロメートル未満、

水路旅行については５０キロメートル

未満、陸路旅行については２５キロメ

ートル未満である場合の日当の額は、

公務上の必要又は天災その他やむを得
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ない事情により宿泊した場合を除くほ

か、別表の定額の２分の１に相当する

額による。 

 ３ 自動車による県外旅行で、陸路２５

キロメートル以上のものについては前

項に規定する額に相当する額の日当を

支給し、陸路２５キロメートル未満の

ものについては日当を支給しない。 

 （宿泊費）  （宿泊料） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要

する費用とし、その額は、地域の実情

及び旅行者の職務を勘案して別表第１

に定める額（次条において「宿泊費基

準額」という。）とする。ただし、当

該宿泊に係る特別な事情がある場合と

して規則で定める場合は、当該宿泊に

要する費用の額とする。 

第２０条 宿泊料の額は、別表の定額に

よる。 

 ２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行に

ついては、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により上陸又は着

陸して宿泊した場合に限り、支給する

。 

 ３ 県内における宿泊については、特別

の場合を除くほか、宿泊料を支給しな

い。 

 （包括宿泊費）  （食卓料） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊

に対する一体の対価として支払われる

費用とし、その額は、当該移動に係る

第９条から第１２条までの規定による

費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額

の合計額とする。 

第２１条 食卓料の額は、別表の定額に

よる。 
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 ２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほ

かに別に食事の代金を要する場合又は

船賃若しくは航空賃を要しないが食事

の代金を要する場合に限り、支給する

。 

 第２２条 削除 

 （宿泊手当）  

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行

に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を

勘案して別表第２に定める１夜当たり

の定額とする。 

 

２ 宿泊手当の額は、第１３条又は前条

の規定により支給される宿泊費又は包

括宿泊費について次の各号に掲げる場

合に該当するときは、前項の規定にか

かわらず、当該各号に掲げる額とする

。 

 

 ⑴ 朝食又は夕食に係る費用のいずれ

かに相当するものが含まれる場合 

前項で定める定額の３分の２の額 

 

 ⑵ 朝食及び夕食に係る費用に相当す

るものが含まれる場合 前項で定め

る定額の３分の１の額 

 

 （退職者等の旅費）  （退職者等の旅費） 

第１６条 第３条第２項第１号の規定に

より支給する旅費は、次の各号に規定

する旅費とする。 

第２３条 第５条第２項第１号の規定に

より支給する旅費は、次の各号に規定

する旅費とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 （遺族の旅費）  （遺族の旅費） 

第１７条 第３条第２項第２号の規定に

より支給する旅費は、次の各号に規定

第２４条 第５条第２項第２号の規定に

より支給する旅費は、次の各号に規定
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する旅費とする。 する旅費とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 （証人等の旅費）  

第１８条 第３条第４項又は第５項の規

定により支給する旅費は、特別の定め

がある場合を除く外、国家公務員その

他公職にある者には各その官公職相当

の額、その他の者にはその都度市長の

定める額とする。 

 

 （旅費の支給額の上限）  

第１９条 鉄道賃、船賃、航空賃及びそ

の他の交通費に係る旅費の支給額は、

第９条第１項各号、第１０条第１項各

号、第１１条第１項各号及び第１２条

各号に掲げる各費用について、当該各

条及び第７条の規定により計算した額

と現に支払った額を比較し、当該各費

用ごとのいずれか少ない額を合計した

額とする。 

 

２ 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の

支給額は、当該各種目について第１３

条及び第１４条並びに第７条の規定に

より計算した額と現に支払った額を比

較し、当該各種目ごとのいずれか少な

い額を合計した額とする。 

 

 （旅費の調整）  （旅費の調整） 

第２０条 市長は、旅行者が市以外の者

から旅費の支給を受ける場合その他旅

行における特別の事情により又は旅行

の性質上この条例の規定による旅費を

支給した場合には不当に旅行の実費を

超えた旅費又は通常必要としない旅費

第２５条 旅行者が公用の交通機関又は

借上の交通機関を利用して旅行した場

合には、その区間に対する鉄道賃、船

賃又は車賃は、これを支給しない。 
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を支給することとなる場合においては

、その実費を超えることとなる部分の

旅費又はその必要としない部分の旅費

を支給しないことができる。 

２ 市長は、旅行者がこの条例の規定に

よる旅費により旅行することが当該旅

行における特別の事情により又は当該

旅行の性質上困難である場合には、別

に定める旅費を支給することができる

。 

 

３ 職員が公務上の必要により市長、副

市長又は市長の指定する者（以下「特

別職等」という。）に随行した場合で

、旅行命令権者が特に必要と認めたと

きは、当該特別職等の職員と同額の旅

費を支給することができる。 

 

 （旅費の返納）  

第２１条 市長は、旅行者又は旅行役務

提供者がこの条例又はこれに基づく規

則の規定に違反して旅費の支給又は旅

費に相当する金額の支払を受けた場合

には、当該旅費又は当該金額を返納さ

せなければならない。 

第２６条 市長は、任命権者の随行その

他特別の事情によって定額の旅費を以

てその実費を支弁し難い場合は、その

実費を支給し又定額の支給の必要がな

いと認めた場合は、定額を減じ又はそ

の全部若しくは一部を支給しないこと

がある。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく

規則の規定に違反して旅費の支給を受

けた場合には、市長は、前項に規定す

る返納に代えて、その後においてその

者に対し支出し、又は支払う給与又は

旅費の額から、当該旅費に相当する金

額を差し引くことができる。
 

 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則  
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で定める。 

 （準用）  

第２２条 この条例に定めるものを除く

ほか、旅費の支給に関しては、国家公

務員等の旅費に関する法律（昭和２５

年法律第１１４号）、国家公務員等の

旅費に関する法律施行令（令和６年政

令第３０６号）及び国家公務員等の旅

費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４

５号）を準用する。 

 

 （規則への委任）  

第２３条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。 

 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第１３条関係） 

区分 
宿泊費基準額（１夜につき） 

市長及び副市長 一般職の職員 

北海道 
円 

１８，０００ 

円 

１３，０００ 

青森県 １５，０００ １１，０００ 

岩手県 １３，０００ ９，０００ 

宮城県 １４，０００ １０，０００ 

秋田県 １５，０００ １１，０００ 

山形県 １４，０００ １０，０００ 

福島県 １１，０００ ８，０００ 

茨城県 １５，０００ １１，０００ 

栃木県 １４，０００ １０，０００ 

群馬県 １４，０００ １０，０００ 

埼玉県 ２７，０００ １９，０００ 

千葉県 ２４，０００ １７，０００ 

東京都 ２７，０００ １９，０００ 
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神奈川県 ２２，０００ １６，０００ 

新潟県 ２２，０００ １６，０００ 

富山県 １５，０００ １１，０００ 

石川県 １３，０００ ９，０００ 

福井県 １４，０００ １０，０００ 

山梨県 １７，０００ １２，０００ 

長野県 １５，０００ １１，０００ 

岐阜県 １８，０００ １３，０００ 

静岡県 １３，０００ ９，０００ 

愛知県 １５，０００ １１，０００ 

三重県 １３，０００ ９，０００ 

滋賀県 １５，０００ １１，０００ 

京都府 ２７，０００ １９，０００ 

大阪府 １８，０００ １３，０００ 

兵庫県 １７，０００ １２，０００ 

奈良県 １５，０００ １１，０００ 

和歌山県 １５，０００ １１，０００ 

鳥取県 １１，０００ ８，０００ 

島根県 １３，０００ ９，０００ 

岡山県 １４，０００ １０，０００ 

広島県 １８，０００ １３，０００ 

山口県 １１，０００ ８，０００ 

徳島県 １４，０００ １０，０００ 

香川県 ２１，０００ １５，０００ 

愛媛県 １４，０００ １０，０００ 

高知県 １５，０００ １１，０００ 

福岡県 ２５，０００ １８，０００ 

佐賀県 １５，０００ １１，０００ 

長崎県 １５，０００ １１，０００ 

熊本県 ２０，０００ １４，０００ 

大分県 １５，０００ １１，０００ 
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宮崎県 １７，０００ １２，０００ 

鹿児島県 １７，０００ １２，０００ 

沖縄県 １５，０００ １１，０００ 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第１５条関係） 

区分 宿泊手当（１夜につき） 

全ての地 ２,４００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の旅費支給に関する条例（以下「新条例」とい

う。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条

例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する

旅行及び新条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅行について

適用し、施行日前にこの条例による改正前の職員の旅費支給に関する条例（以

下「旧条例」という。）第６条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定す

る旅行命令等を発した旅行及び旧条例第５条第５項の規定により旅費の支給を

決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第

６条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ

、施行日以後に新条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が新条例第４条第

３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は

、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該

旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例によ

る。 

３ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が同条第

１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができ

る場合について適用し、旧条例第５条第１項、第２項、第４項及び第５項の規

定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例によ

る。 

４ 新条例第２１条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅

費の支給を受けた場合について適用する。 
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 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

敦賀市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２中 

 「 

鉄 道 賃 及 び 船

賃 

車 賃 （ １ キ

ロ メ ー ト ル

につき） 

日 当 （ １ 日

につき） 

宿泊料（１夜

につき） 

食 卓 料 （ １

夜につき） 

職 員 の 旅 費 支

給 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 ２ ６

年 敦 賀 市 条 例

第 １ ６ 号 ） の

市 長 の 例 に よ

る。 

 

 

円 

３７ 

円 

３，０００ 

円 

１４，８００ 

円 

３，０００ 

                                   」 

 を 

 「 

鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿

泊費及び包括宿泊費 

宿泊手当（１夜につき） 

職員の旅費支給に関する条例（昭和２６年敦

賀市条例第１６号）の市長の例による。 

 

 

円 

２，４００ 

                                   」 

 に改める。 

 （敦賀市職員の死亡事案に関する第三者調査委員会設置条例の一部改正） 

６ 敦賀市職員の死亡事案に関する第三者調査委員会設置条例（令和６年敦賀市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 
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 別表（第８条関係） 

報酬の額 鉄道賃及びその他の交通費 

日額 ７，５００円 職員の旅費支給に関する条例（昭和２６年敦賀

市条例第１６号）の市長の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必

要があるので、この案を提出する。 
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第 ２５ 号 議 案 

 
 

 

   職員の退職手当に関する条例の一部改正の件 

 

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の退職手当に関する条例（昭和３０年敦賀市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （失業者の退職手当）  （失業者の退職手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 第１項、第３項及び第５項から

前項までに定めるもののほか、第１

項又は第３項の規定による退職手当

の支給を受けることができる者で次

の各号に掲げるものに対しては、そ

れぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定に

よる技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求

職活動支援費の支給の条件に従い支

給する。 

１１ 第１項、第３項及び第５項から

前項までに定めるもののほか、第１

項又は第３項の規定による退職手当

の支給を受けることができる者で次

の各号に掲げるものに対しては、そ

れぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定に

よる技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求

職活動支援費の支給の条件に従い支

給する。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

⑷  安 定 し た 職 業 に 就 い た も の ＿ 

 雇用保険法第５６条の３第３項に

規定する就業促進手当の額に相当

する金額 

 ⑷ 職業に就いたもの 雇用保険法

第５６条の３第３項に規定する就

業促進手当の額に相当する金額 

 ⑸・⑹ （略）  ⑸・⑹ （略） 

１２・１３ （略） １２・１３ （略） 
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１４ 第１１項第４号に掲げる退職手

当の支給があったときは、第１項、

第３項又は第１１項の規定の適用に

ついては、雇用保険法第５６条の３

第１項第１号に該当する者に係る就

業促進手当について同条第４項の規

定により基本手当を支給したものと

みなされる日数に相当する日数分の

第１項又は第３項の規定による退職

手当の支給があったものとみなす。 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手

当の支給があったときは、第１項、

第３項又は第１１項の規定の適用に

ついては、次の各号に掲げる退職手

当ごとに、当該各号に定める日数分

の第１項又は第３項の規定による退

職 手 当 の 支 給 が あ っ た も の と み な

す。 

 ⑴ 雇用保険法第５６条の３第１項

第１号イに該当する者に係る就業

促進手当に相当する退職手当 当

該退職手当の支給を受けた日数に

相当する日数 

 ⑵ 雇用保険法第５６条の３第１項

第１号ロに該当する者に係る就業

促進手当に相当する退職手当 当

該就業促進手当について同条第５

項の規定により基本手当を支給し

たものとみなされる日数に相当す

る日数 

１５～１７ （略） １５～１７ （略） 

  

附 則 附 則 

１～９ （略） １～９ （略） 

１０ 平成１６年３月３１日に国立大

学法人法（平成１５年法律第１１２

号）附則別表の上欄に掲げる機関（

以下「旧機関」という。）の職員と

して在職する者が、同法附則第４条

の規定により引き続いて国立大学法

１０ 平成１６年３月３１日に国立大

学法人法（平成１５年法律第１１２

号）附則別表第１の上欄に掲げる機

関（以下「旧機関」という。）の職

員として在職する者が、同法附則第

４条の規定により引き続いて国立大
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人等（同法第２条第１項に規定する

国立大学法人及び同条第３項に規定

する大学共同利用機関法人をいう。

以下同じ。）の職員となり、かつ、

引き続き国立大学法人等の職員とし

て在職した後引き続いて職員となっ

た場合におけるその者の退職手当の

算定の基礎となる勤続期間の計算に

ついては、その者の国立大学法人等

の職員としての引き続いた在職期間

を職員としての引き続いた在職期間

とみなす。ただし、その者が国立大

学法人等を退職したことにより退職

手当（これに相当する給付を含む。

）の支給を受けているときは、この

限りでない。 

学法人等（同法第２条第１項に規定

する国立大学法人及び同条第３項に

規定する大学共同利用機関法人をい

う。以下同じ。）の職員となり、か

つ、引き続き国立大学法人等の職員

として在職した後引き続いて職員と

なった場合におけるその者の退職手

当の算定の基礎となる勤続期間の計

算については、その者の国立大学法

人等の職員としての引き続いた在職

期間を職員としての引き続いた在職

期間とみなす。ただし、その者が国

立大学法人等を退職したことにより

退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、

この限りでない。 

１１ 旧機関（国立学校設置法の一部

を改正する法律（平成１５年法律第

２９号）による改正前の国立学校設

置法第３条第１項に規定する福井医

科大学を含む。）の職員が、第７条

第５項に規定する事由によって引き

続いて職員となり、かつ、引き続い

て職員として在職した後引き続いて

国立大学法人等の職員となった場合

において、その者の職員としての勤

続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人

法第３５条の２において準用する独

立行政法人通則法（平成１１年法律

第１０３号）第５０条の１０第２項

に規定する基準をいう。）により、 

１１ 旧機関（国立学校設置法の一部

を改正する法律（平成１５年法律第

２９号）による改正前の国立学校設

置法第３条第１項に規定する福井医

科大学を含む。）の職員が、第７条

第５項に規定する事由によって引き

続いて職員となり、かつ、引き続い

て職員として在職した後引き続いて

国立大学法人等の職員となった場合

において、その者の職員としての勤

続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人

法第３５条において準用する独立行

政法人通則法（平成１１年法律第１

０３号）第５０条の１０第２項に規

定する基準をいう。）により、当該 
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当該国立大学法人等の職員としての

勤続期間に通算されることに定めら

れているときは、規則で定める場合

を除き、この条例の規定による退職

手当は、支給しない。 

国立大学法人等の職員としての勤続

期間に通算されることに定められて

いるときは、規則で定める場合を除

き、この条例の規定による退職手当

は、支給しない。 

１２ （略） １２ （略） 

１３ 令和９年３月３１日以前に退職

した職員に対する第１０条第１０項

の規定の適用については、同項中「

第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第

２号中「イ 雇用保険法第２２条第

２項に規定する厚生労働省令で定め

る理由により就職が困難な者であっ

て、同法第２４条の２第１項第２号

に掲げる者に相当する者として規則

で定める者に該当し、かつ、市長が

同項に規定する指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業

安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認め 

１３ 令和７年３月３１日以前に退職

した職員に対する第１０条第１０項

の規定の適用については、同項中「

第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第

２号中「イ 雇用保険法第２２条第

２項に規定する厚生労働省令で定め

る理由により就職が困難な者であっ

て、同法第２４条の２第１項第２号

に掲げる者に相当する者として規則

で定める者に該当し、かつ、市長が

同項に規定する指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業

安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認め 

たもの」とあるのは たもの」とあるのは 

 「イ 雇用保険法第２２条第２項に

規定する厚生労働省令で定める

理由により就職が困難な者であ

って、同法第２４条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者

として規則で定める者に該当し

、かつ、市長が同項に規定する

指導基準に照らして再就職を促

進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指

 「イ 雇用保険法第２２条第２項に

規定する厚生労働省令で定める

理由により就職が困難な者であ

って、同法第２４条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者

として規則で定める者に該当し

、かつ、市長が同項に規定する

指導基準に照らして再就職を促

進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指
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導を行うことが適当であると認

めたもの 

導を行うことが適当であると認

めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保

険法附則第５条第１項に規定す

る地域内に居住し、かつ、市長

が同法第２４条の２第１項に規

定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業

安定法第４条第４項に規定する

職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの（アに掲げる者

を除く。）」 

ウ 特定退職者であって、雇用保

険法附則第５条第１項に規定す

る地域内に居住し、かつ、市長

が同法第２４条の２第１項に規

定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業

安定法第４条第４項に規定する

職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの（アに掲げる者

を除く。）」 

 とする。 とする。 

１４～２３ （略） １４～２３ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第１０条第１１項（第

４号に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の規定

は、退職職員（退職した職員の退職手当に関する条例第２条第１項に規定する

職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下こ

の項において同じ。）であって施行日以後に安定した職業に就いたものについ

て適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手

当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

   提案理由 

 国家公務員退職手当法等の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要がある

ので、この案を提出する。 
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第 ２６ 号 議 案 

 
 

 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整備に関する条例及び敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関す 

る条例の一部を改正する条例の一部改正の件 

 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例及び敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する 

条例及び敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

例の一部を改正する条例 

 

 （地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

 例の一部改正） 

第１条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

る条例（令和４年敦賀市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （公益的法人等への職員の派遣に関

する経過措置） 

 （公益的法人等への職員の派遣に関

する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の

公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例（以下この条において「新

職員派遣条例」という。）第２条第

２項第１号の規定は、地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法

律 第 ６ ３ 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い

う。）附則第９条第６項に規定する

暫定再任用職員（以下「暫定再任用

職員」という。）には適用しない。 

第２条 第２条の規定による改正後の

公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例（以下この条において「新

職員派遣条例」という。）第２条第

２項第１号の規定は、地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法

律 第 ６ ３ 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い

う。）附則第９条第２項に規定する

暫定再任用職員（以下「暫定再任用

職員」という。）には適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

 （育児短時間勤務を行う職員に関す  （育児短時間勤務を行う職員に関す
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る経過措置） る経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 （職員の勤務延長に関する経過措置） （職員の勤務延長に関する経過措置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

 （暫定再任用職員に関する経過措置）  （暫定再任用職員に関する経過措置） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 新給与条例第２０条の４第２項の

職員に暫定再任用職員が含まれる場

合における勤勉手当の額の同条第２

項各号に掲げる職員の区分ごとの総

額の算定に係る同項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは、

「定年前再任用短時間勤務職員及び

地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号）附則第９

条第６項に規定する暫定再任用職員

（次号において「暫定再任用職員」

という。）」と、同項第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とある

のは、「定年前再任用短時間勤務職

員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第２０条の４第２項の

職員に暫定再任用職員が含まれる場

合における勤勉手当の額の同条第２

項各号に掲げる職員の区分ごとの総

額の算定に係る同項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは、

「定年前再任用短時間勤務職員及び

地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号）附則第９

条第２項に規定する暫定再任用職員

（次号において「暫定再任用職員」

という。）」と、同項第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とある

のは、「定年前再任用短時間勤務職

員及び暫定再任用職員」とする。 

８ （略） ８ （略） 

第７条 暫定再任用職員に対する第７

条の規定による改正後の職員の退職

手当に関する条例第２条第１項の規

定の適用については、同項中「を除

く。以下「職員」という。）」とあ

るのは、「及び地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６

第７条 暫定再任用職員に対する第７

条の規定による改正後の職員の退職

手当に関する条例第２条第１項の規

定の適用については、同項中「を除

く。以下「職員」という。）」とあ

るのは、「及び地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６
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３号）附則第４条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同法附則第９

条第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）、第５条第１

項から第４項まで、第６条第１項若

しくは第２項（これらの規定を同法

附則第９条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は

第７条第１項から第４項までの規定

により採用された職員を除く。以下

「職員」という。）」とする。 

３号）附則第４条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）、第５条第１

項から第４項まで、第６条第１項若

しくは第２項（これらの規定を同法

附則第９条第３項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は

第７条第１項から第４項までの規定

により採用された職員を除く。以下

「職員」という。）」とする。 

 （規則への委任）  （規則への委任） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正） 

第２条 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（令

和４年敦賀市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （経過措置）  （経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員

法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）附則第４条第１項若

しくは第２項（これらの規定を同法

附則第９条第２項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は

第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第２項の

第２条 暫定再任用職員（地方公務員

法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）附則第４条第１項若

しくは第２項（これらの規定を同法

附則第９条第３項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は

第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第３項の
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規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により採用された

職員をいう。）で地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占めるものは、この条例による

改正後の敦賀市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（以下この条にお 

規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により採用された

職員をいう。）で地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占めるものは、この条例による

改正後の敦賀市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（以下この条にお 

いて「新勤務時間条例」という。）

第２条第３項に規定する定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、新勤

務時間条例の規定を適用する。 

いて「新勤務時間条例」という。）

第２条第３項に規定する定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、新勤

務時間条例の規定を適用する。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整理する

必要があるので、この案を提出する。 
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第 ２７ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市清掃センターの設置及び管理に関する条例の一部改 

   正の件 

 

 敦賀市清掃センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市清掃センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市清掃センターの設置及び管理に関する条例（平成３年敦賀市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （最終処分場）  （最終処分場） 

第４条 清掃センターに、次に掲げると

おり一般廃棄物の最終処分場を置く。 

第４条 清掃センターに、次に掲げると

おり一般廃棄物の最終処分場を置く。 

名称 位置 

金山最終処分場 敦賀市金山９９号

３番１ 
 

名称 位置 

赤崎最終処分場 敦賀市赤崎３２号

３番２ 
 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 赤崎最終処分場の埋立てが終了し、金山最終処分場の供用を開始したいので、

この案を提出する。 



- 107 - 

第 ２８ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市都市公園条例の一部改正の件 

 

 敦賀市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市都市公園条例（昭和４０年敦賀市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （公園予定区域又は予定公園施設につ

いての準用） 

 （公園予定地及び予定公園施設につい

ての準用） 

第１５条 第３条から第１４条までの規

定は法第３３条第４項に規定する公園

予定区域又は予定公園施設について準

用する。 

第１５条 第３条から第１４条までの規

定は法第２３条第１項に規定する公園

予定地又は予定公園施設について準用

する。 

 別表第１中 

「 

松原公園 野球場 遊技具（市長が別に定めるもの） 

                               」 

を 

「 

松原公園 野球場 

                               」 

に改める。 

 別表第２の４の⑴を削る。 

 別表第２の４の⑵のカの(ｱ)体育館の表中 

「 

研修室 １室につき 1,200 円 1,200 円 1,200 円 300 円 

                                   」 

を 
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「 

研修室 会議室 １室につき 1,200 円 1,200 円 1,200 円 300 円 

談話室 １室につき 600 円 600 円 600 円 150 円 

                                   」 

に改め、別表第２の４の⑵のカの(ｲ)附属施設の表中 

「 

研修室 １室 1,000 円 

                            」 

を 

「 

研修室 会議室 談話室 １室 1,000 円 

                            」 

に改め、別表第２の４の⑵のケの(ｱ)屋内プールの表中 

「 

専 用 し な

い場合 

学生等 １回につ

き 

200 円 200 円 200 円  

一般 300 円 300 円 300 円  

                                   」 

を 

「 

専 用 し な

い場合 

学生等 １回につ

き 

200 円 

（午前 9 時から午後 8 時まで） 

 

一般 300 円 

（午前 9 時から午後 8 時まで） 

 

                                   」 

に改め、別表第２の４の⑵のケの(ｲ)屋外プールの表中 

「 

午前 

（午前 8 時 30 分

から正午まで） 

           」 

を 

「 



- 110 - 

午前 

（午前 9 時から

正午まで） 

           」 

に、 

「 

専用しな

い場合 

学生等 １回に

つき 

100 円 100 円  

一般 200 円 200 円  

                                   」 

を 

「 

専用しな

い場合 

学生等 １回に

つき 

100 円 

（午前 9 時から午後 5 時まで） 

 

一般 200 円 

（午前 9 時から午後 5 時まで） 

 

                                   」 

に改め、別表第２の４の⑵のケの(ｳ)トレーニングルームの表を次のように改め

る。 

   (ｳ) トレーニングルーム 

区分 算定基礎 金額 

午前 9 時から午後 9 時まで 

学生等 １回につき 200 円 

一般 300 円 

 別表第２の４の⑵を別表第２の４の⑴とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の敦賀市都市公園条例（以下「改正後の条例」という。 

 ）の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他改正後の条例を施 

 行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても改正後の条例の 

 規定により行うことができる。 
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   提案理由 

 敦賀市総合運動公園のプール等の使用料に係る時間区分の改定等を行いたいの

で、この案を提出する。 



- 112 - 

 



- 113 - 

第 ２９ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正の件 

 

 敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例（令和５年敦賀市条例第２１号

）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

種別 金額 

駐車の

料金 

３０分ご

とに１０

０円 

１ 入場からの駐車

時間が１時間以内

であるときは、無

料とする。 

２ 駐車時間に３０

分未満の端数があ

るときは、３０分

として計算する。 

３ 駐車時間が４時

間を超える場合は

、２４時間まで７

００円とする。 

４ 駐車時間が２４

時間を超える場合

は、２４時間に達

した時以後２４時

間ごとに２及び３

の方法により算定

した額を２４時間

種別 金額 

駐車の

料金 

３０分ご

とに１０

０円 

１ 入場からの駐車

時間が３０分以内

であるときは、無

料とする。 

２ 駐車時間に３０

分未満の端数があ

るときは、３０分

として計算する。 

３ 駐車時間が４時

間を超える場合は

、２４時間まで７

００円とする。 

４ 駐車時間が２４

時間を超える場合

は、２４時間に達

した時以後２４時

間ごとに２及び３

の方法により算定

した額を２４時間
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までの額に加算す

る。 
 

までの額に加算す

る。 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る駐 

 車料金については、この条例による改正後の別表第２の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 敦賀駅東口利用者の利便性向上を図るため、敦賀駅東口駐車場の使用に係る無

料時間を延長したいので、この案を提出する。 
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第 ３０ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改 

   正の件 

 

 敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市駅前立体駐車場の設置及び管理に関する条例（平成２９年敦賀市条例第１

６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

   敦賀市営駐車場の設置及び管理に 

   関する条例 

   敦賀市駅前立体駐車場の設置及び 

   管理に関する条例 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、市民等の利便性の

向上及び道路交通の円滑化を図り、も

って都市機能の維持及び増進に資する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２４４

条の２第１項の規定に基づき、敦賀市

営駐車場（以下「駐車場」という。）の

設置及び管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この条例は、市民の利便性の向

上及び道路交通の円滑化を図り、もっ

て都市機能の維持及び増進に資するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号。以下「法」という。）第２４４条

の２第１項の規定に基づき、敦賀市駅

前立体駐車場（以下「駐車場」とい

う。）の設置及び管理に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

敦賀駅前立

体駐車場 

敦賀市鉄輪町１丁目１

０１番地 

白銀駐車場 敦賀市白銀町２番１１ 

敦賀駅東口

駐車場 

敦賀市泉９７号１番１ 

 

名称 位置 

敦賀市駅前

立体駐車場 

敦賀市鉄輪町１丁目１

０１番地 
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 （施設）  （施設） 

第３条 駐車場には、次に掲げる施設を

設ける。 

第３条 駐車場には、次に掲げる施設を

設ける。 

 ⑴ 敦賀駅前立体駐車場  ⑴ 自転車駐車場 

  ア 自転車駐車場  

  イ 自動車駐車場  

 ⑵ 白銀駐車場  ⑵ 自動車駐車場 

  自動車駐車場  

 ⑶ 敦賀駅東口駐車場  

  自動車駐車場  

 （利用の範囲）  （利用の範囲） 

第４条 前条に規定する駐車場を利用で

きる車両は、次の各号に掲げる区分で

、当該各号に規定するとおりとする。 

第４条 前条に規定する駐車場を使用で

きる車両は、次の各号に掲げる区分で

、当該各号に規定するとおりとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 自動車駐車場 道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第３

条に規定するもののうち次に掲げる

自動車とする。ただし、他の車両を

けん引している車両は除く。 

 ⑵ 自動車駐車場 道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第３

条に規定する普通自動車（長さ５メ

ートル、幅１．９メートル及び高さ

２．３メートル以下のものに限る。）

並びに自動二輪車を除く小型自動車

及び軽自動車（この号に掲げる自動

車が物品等を積載したときは、その

全長、全幅及び全高は、普通自動車

の基準と同じとする。） 

  ア 普通自動車（長さ５メートル、

幅１．９メートル及び高さ２．３

メートル以下のものに限る。） 

 

  イ 小型自動車（三輪以上のものに

限る。） 

 

  ウ 軽自動車（三輪以上のものに限

る。） 
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２ 前項第２号イ及びウに規定する車両

が物品等を積載したときは、その全長

、全幅及び全高は、普通自動車の基準

と同じとする。 

 

  

（指定管理者の指定の基準） （指定管理者の指定の基準） 

第６条 市長は、前条第２項の規定によ

る申請があったときは、次に掲げる基

準に適合しているもののうち、設置目

的を最も効果的に達成することができ

ると認めるものを、議会の議決を経て

指定管理者として指定するものとす

る。 

第６条 市長は、前条第２項の規定によ

る申請があったときは、次に掲げる基

準に適合しているもののうち、設置目

的を最も効果的に達成することができ

ると認めるものを、議会の議決を経て

指定管理者として指定するものとす

る。 

⑴ 市民等であって駐車場を利用する

者の平等な利用を確保することがで

きるものであること。 

⑴ 市民の平等な利用を確保すること

ができるものであること。 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

  

（指定管理者が行う業務の範囲） （指定管理者が行う業務の範囲） 

第８条 指定管理者が行う駐車場の管理

の業務の範囲は、次に掲げるとおりと

する。 

第８条 指定管理者が行う駐車場の管理

の業務の範囲は、次に掲げるとおりと

する。 

 ⑴ 駐車場の利用に関すること。  ⑴ 利用の許可、利用の許可の取消し

、利用の制限その他の利用に関する

業務を行うこと。 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

  

 （利用の許可） 

 第１３条 駐車場を利用しようとする者

は、指定管理者の許可を受けなければ

ならない。許可された事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 
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 ２ 指定管理者は、駐車場の利用を許可

する際に駐車場の管理上必要な限度に

おいて条件を付すことができる。 

 （利用許可の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、駐車場の利

用を許可しない。 

 ⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗

を害するおそれがあると認められる

とき。 

 ⑵ 施設、附属設備、器具等を損壊し

、又は滅失するおそれがあると認め

られるとき。 

 ⑶ 管理上支障があると認められると

き。 

 ⑷ その他指定管理者が不適当である

と認めるとき。 

 （許可の目的外利用等の禁止） 

 第１５条 第１３条第１項の規定により

利用の許可を受けた者（以下「利用者

」という。）は、許可を受けた目的以

外に駐車場を利用し、又はその権利を

譲渡し、若しくは転貸してはならな

い。 

 （損傷又は滅失の届出） 

 第１６条 施設、附属設備、器具等を損

傷し、又は滅失させた者は、直ちにそ

の旨を指定管理者に届け出て、その指

示に従わなければならない。 

 （利用許可の取消し等） 

 第１７条 指定管理者は、利用者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第
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１３条第１項の許可（以下「利用許可

」という。）を取り消し、又は利用を中

止させ、若しくは利用の条件を変更す

ることができる。 

 ⑴ 利用許可の申請に虚偽の事実があ

ったとき。 

 ⑵ 第１４条各号のいずれかに該当す

るものと認めたとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。 

 ⑷ その他管理運営上やむを得ない事

由により特に必要があると認めたと

き。 

 ２ 前項の規定により利用許可を取り消

し、又は利用を中止させ、若しくは利

用条件を変更した場合において、利用

者に損害が生じても、指定管理者はそ

の責めを負わない。 

（利用料金等） （利用料金等） 

第１３条 （略） 第１８条 （略） 

（利用料金の免除） （利用料金の免除） 

第１４条 （略） 第１９条 （略） 

（利用料金の不還付） （利用料金の不還付） 

第１５条 （略） 第２０条 （略） 

（割増金） （割増金） 

第１６条 （略） 第２１条 （略） 

 （特別な設備等の許可） 

 第２２条 利用者は、駐車場に特別な設

備器具を設置し、又は駐車場の原状を

変更しようとするときは、あらかじめ

指定管理者の許可を受けなければなら
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ない。 

 ２ 前項の規定により生じる経費は利用

者の負担とし、利用許可を取り消し、

又は利用を中止させ、若しくは利用条

件を変更した場合において、利用者に

損害が生じても、指定管理者はその責

めを負わない。 

 （原状回復の義務） 

 第２３条 利用者は、駐車場の利用を終

了したとき、第１７条第１項の規定に

より利用許可を取り消されたとき、又

は前条第１項の規定により特別な設備

器具を設置し、若しくは施設の原状を

変更したときは、直ちに当該施設を原

状に回復し、指定管理者の点検を受け

なければならない。 

 ２ 利用者が前項の規定を履行しないと

きは、市長が利用者に代わってこれを

執行し、その費用は利用者の負担とす

る。 

（駐車の拒否） （駐車の拒否） 

第１７条 （略） 第２４条 （略） 

（禁止行為） （禁止行為） 

第１８条 （略） 第２５条 （略） 

（損傷又は滅失の届出）  

第１９条 施設、附属設備、器具等を損

傷し、又は滅失させた者は、直ちにそ

の旨を指定管理者に届け出て、その指

示に従わなければならない。 

 

（自転車等の移動等） （自転車等の移動等） 

第２０条 （略） 第２６条 （略） 

（損害賠償） （損害賠償） 
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第２１条 （略） 第２７条 （略） 

（賠償責任） （賠償責任） 

第２２条 （略） 第２８条 （略） 

（委任） （委任） 

第２３条 （略） 第２９条 （略） 

 別表を次のように改める。 

別表（第１３条関係） 

駐車場 種別 金額 

敦賀駅前立体

駐車場 

普通駐車の

料金 

１時間ごとに

１００円 

１ 入庫からの駐車時間が１時間以内

であるときは、無料とする。 

２ 駐車時間に１時間未満の端数があ

るときは、１時間として計算する。 

３ 駐車時間が８時間を超える場合は

、２４時間まで８００円とする。 

４ 駐車時間が２４時間を超える場合

は、２４時間に達した時以後２４時

間ごとに２及び３の方法により算定

した額を２４時間までの額に加算す

る。 

定期駐車券

の料金 

全日定期駐車

券 

９，０００円 

平日定期駐車

券 

７，０００円 

プリペイド

カードの料

金 

６，０００円

相当券 

５，０００円 

白銀駐車場 普通駐車の

料金 

１時間ごとに

１００円 

１ 入場からの駐車時間が１時間以内

であるときは、無料とする。 

２ 駐車時間に１時間未満の端数があ

るときは、１時間として計算する。 

３ 駐車時間が７時間を超える場合は

、２４時間まで７００円とする。 
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４ 駐車時間が２４時間を超える場合

は、２４時間に達した時以後２４時

間ごとに２及び３の方法により算定

した額を２４時間までの額に加算す

る。 

定期駐車券

の料金 

全日定期駐車

券 

７，０００円 

平日定期駐車

券 

５，０００円 

プリペイド

カードの料

金 

７，０００円

相当券 

６，０００円 

敦賀駅東口駐

車場 

駐車の料金 ３０分ごとに

１００円 

１ 入場からの駐車時間が１時間以内

であるときは、無料とする。 

２ 駐車時間に３０分未満の端数があ

るときは、３０分として計算する。 

３ 駐車時間が４時間を超える場合は

、２４時間まで７００円とする。 

４ 駐車時間が２４時間を超える場合

は、２４時間に達した時以後２４時

間ごとに２及び３の方法により算定

した額を２４時間までの額に加算す

る。 

 備考 

  １ 「全日定期駐車券」とは、月の初日から当該月の末日までの間（自動車駐

車場の駐車の用に供する部分の全てが利用されているときを除く。）、自動

車を駐車できるものをいう。 

  ２ 「平日定期駐車券」とは、月の初日から当該月の末日までの間の土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に

規定する休日を除く日（自動車駐車場の駐車の用に供する部分の全てが利用

されているときを除く。）に、自動車を駐車できるものをいう。 

  ３ 全日定期駐車券又は平日定期駐車券により入庫し、それぞれ前２項に規定
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する駐車できる日以外に利用した料金については、この表の普通駐車の料金

の項金額の欄に掲げる規定により算出した額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （敦賀市白銀駐車場の設置及び管理に関する条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 ⑴ 敦賀市白銀駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和５６年敦賀市条例第１

０号） 

 ⑵ 敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例（令和５年敦賀市条例第２１

号） 

 （準備行為） 

３ この条例による改正後の敦賀市営駐車場の設置及び管理に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要

な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても改正後の条例の規定

の例により行うことができる。 

 （経過措置） 

４ 施行日前に、この条例による廃止前の敦賀市白銀駐車場の設置及び管理に関す

る条例及び敦賀駅東口駐車場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 敦賀駅前立体駐車場に加え、白銀駐車場及び敦賀駅東口駐車場について、指定管

理者制度を導入したいので、この案を提出する。 
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第 ３１ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

   る条例の一部改正の件 

 

 敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年敦賀市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問

型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以

下この条、次条第１項、第１４条第１

項及び第２項、第１５条第１項、第２

項及び第５項、第１６条並びに第１７

条第１項から第３項まで並びに附則第

３条において同じ。）は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ

、及び家庭的保育事業者等による保育

の提供の終了後も満３歳以上の児童に

対して必要な教育（教育基本法（平成

１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う保育所（子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問

型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以

下この条、次条第１項、第１４条第１

項及び第２項、第１５条第１項、第２

項及び第５項、第１６条並びに第１７

条第１項から第３項まで並びに附則第

３条において同じ。）は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ

、及び家庭的保育事業者等による保育

の提供の終了後も満３歳以上の児童に

対して必要な教育（教育基本法（平成

１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う保育所（子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第
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７条第４項に規定する保育所をいう。

）、幼稚園（同項に規定する幼稚園を

いう。）又は認定こども園（同項に規

定する認定こども園をいう。）（以下

「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。ただし、離島そ

の他の地域であって、連携施設の確保

が著しく困難であると市が認めるもの

において家庭的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。第１６条第２項第

３号において同じ。）を行う家庭的保

育事業者等については、この限りでな

い。 

７条第４項に規定する保育所をいう。

）、幼稚園（同項に規定する幼稚園を

いう。）又は認定こども園（同項に規

定する認定こども園をいう。）（以下

「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。ただし、離島そ

の他の地域であって、連携施設の確保

が著しく困難であると市が認めるもの

において家庭的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。第１６条第２項第

３号において同じ。）を行う家庭的保

育事業者等については、この限りでな

い。 

⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させ

るための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に

対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援（次項において「保

育内容支援」という。）を実施する

こと。 

⑴ 利用乳幼児に集団保育を体験させ

るための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に

対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援を行うこと。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 当該家庭的保育事業者等により保

育の提供を受けていた利用乳幼児（

事業所内保育事業の利用乳幼児にあ

っては、第４２条に規定するその他

の乳児又は幼児に限る。以下この号

及び第６項第１号において同じ。）

を、当該保育の提供の終了に際して

、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を

提供すること。 

⑶ 当該家庭的保育事業者等により保

育の提供を受けていた利用乳幼児（

事業所内保育事業の利用乳幼児にあ

っては、第４２条に規定するその他

の乳児又は幼児に限る。以下この号

及び第４項第１号において同じ。）

を、当該保育の提供の終了に際して

、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を

提供すること。 
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２ 市長は、家庭的保育事業者等による

保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合

であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第１

号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

 

⑴ 家庭的保育事業者等が保育内容支  

援連携協力者を適切に確保すること 

 。 

 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満た

すこと。 

 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容 

支援連携協力者との間でそれぞれ 

の役割の分担及び責任の所在が明 

確化されていること。 

 

イ 保育内容支援連携協力者の本来 

の業務の遂行に支障が生じないよ 

うにするための措置が講じられて 

いること。 

 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者

とは、第２７条に規定する小規模保育 

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業

者等」という。）であって、第１項第

１号に掲げる事項に係る連携協力を行

うものをいう。 

 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による

代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であ

って、次の各号に掲げる要件のいずれ

２ 市長は、家庭的保育事業者等による

代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であ

って、次の各号に掲げる要件の全てを
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かを満たすときは、第１項第２号の規

定を適用しないこととすることができ

る。 

満たすと認めるときは、前項第２号の

規定を適用しないこととすることがで

きる。 

⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連  

 携協力者を適切に確保した場合には

、次のア及びイに掲げる要件を満た

すと市長が認めること。 

⑴ 家庭的保育事業者等と次項の連携

協力を行う者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育  

連携協力者との間でそれぞれの役  

割の分担及び責任の所在が明確化  

されていること。  

 

イ 代替保育連携協力者の本来の業 

務の遂行に支障が生じないように  

するための措置が講じられている  

こと。 

 

⑵ 市長が家庭的保育事業者等による

代替保育連携協力者の確保の促進の 

ために必要な措置を講じてもなお当 

該代替保育連携協力者の確保が著し

く困難であること。  

⑵ 次項の連携協力を行う者の本来の

業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられているこ

と。 

 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは

、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。  

３ 前項の場合において、家庭的保育事

業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める

者を第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保し

なければならない。 

⑴ 家庭的保育事業者等が家庭的保育

事業等を行う場所又は事業所（次号

において「事業実施場所」という。

）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保

育事業Ａ型事業者等  

⑴ 当該家庭的保育事業者等が家庭的

保育事業等を行う場所又は事業所（

次号において「事業実施場所」とい

う。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 第２

７条に規定する小規模保育事業Ａ型
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若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事

業所内保育事業を行う者（次号にお

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等

」という。） 

⑵ （略） ⑵ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

  

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満た

す家庭的保育事業者等は、前条第１項

の規定にかかわらず、当該家庭的保育

事業者等の利用乳幼児に対する食事の

提供について、次項に規定する施設（

以下「搬入施設」という。）において

調理し家庭的保育事業所等に搬入する

方法により行うことができる。この場

合において、当該家庭的保育事業者等

は、当該食事の提供について当該方法

によることとしてもなお当該家庭的保

育事業所等において行うことが必要な

調理のための加熱、保存等の調理機能

を有する設備を備えなければならない

。 

第１６条 次の各号に掲げる要件を満た

す家庭的保育事業者等は、前条第１項

の規定にかかわらず、当該家庭的保育

事業者等の利用乳幼児に対する食事の

提供について、次項に規定する施設（

以下「搬入施設」という。）において

調理し家庭的保育事業所等に搬入する

方法により行うことができる。この場

合において、当該家庭的保育事業者等

は、当該食事の提供について当該方法

によることとしてもなお当該家庭的保

育事業所等において行うことが必要な

調理のための加熱、保存等の調理機能

を有する設備を備えなければならない

。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその

他の施設、保健所、市町村（特別区

を含む。第２１条第２項において同

じ。）等の栄養士又は管理栄養士に

より、献立等について栄養の観点か

らの指導が受けられる体制にある等

、栄養士又は管理栄養士による必要

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその

他の施設、保健所、市町村（特別区

を含む。第２１条第２項において同

じ。）等の栄養士により、献立等に

ついて栄養の観点からの指導が受け

られる体制にある等、栄養士による

必要な配慮が行われること。 
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な配慮が行われること。 

 ⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

２ （略） 

 

２ （略） 

（小規模保育事業所Ａ型の職員） （小規模保育事業所Ａ型の職員） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計

数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計

数に１を加えた数以上とする。 

 ⑴･⑵ （略） ⑴･⑵ （略） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１０項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね１

５人につき１人 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１０項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね２

０人につき１人 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５

人につき１人 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０

人につき１人 

３ （略） 

 

３ （略） 

（小規模保育事業所Ｂ型の職員） （小規模保育事業所Ｂ型の職員） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げ

る乳幼児の区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上と

し、そのうち半数以上は保育士とする

。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げ

る乳幼児の区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上と

し、そのうち半数以上は保育士とする

。 

 ⑴･⑵ （略） ⑴･⑵ （略） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１０項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね１

５人につき１人 

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１０項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね２

０人につき１人 
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 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５

人につき１人 

⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０

人につき１人 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計

数以上とする。ただし、保育所型事業

所内保育事業所一につき２人を下回る

ことはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計

数以上とする。ただし、保育所型事業

所内保育事業所一につき２人を下回る

ことはできない。 

 ⑴･⑵ （略）  ⑴･⑵ （略） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１２項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね１

５人につき１人 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１２項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね２

０人につき１人 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５

人につき１人 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０

人につき１人 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とし、その

うち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とし、その

うち半数以上は保育士とする。 

 ⑴･⑵ （略）  ⑴･⑵ （略） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１２項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね１

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第１２項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね２
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５人につき１人 ０人につき１人 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５

人につき１人 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０

人につき１人 

３ （略） 

 

３ （略） 

附 則 附 則 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育

所型事業所内保育事業者を除く。）は

、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができ

ると市が認める場合は、第６条本文の

規定にかかわらず、施行日から起算し

て１５年を経過する日までの間、連携

施設の確保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育

所型事業所内保育事業者を除く。）は

、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができ

ると市が認める場合は、第６条本文の

規定にかかわらず、施行日から起算し

て１０年を経過する日までの間、連携

施設の確保をしないことができる。 

第４条～第９条 （略） 第４条～第９条 （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそ

れがあるときは、当分の間、この条例による改正後の敦賀市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、

第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、適用しない。この場合において

、この条例による改正前の敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７

条第２項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有す

る。 
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   提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整

備する必要があるので、この案を提出する。 
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第 ３２ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特 

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条 

例の一部改正の件 

 

 敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年敦賀市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所

内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定める

ものに限る。以下この節において同じ

。）の数は、家庭的保育事業にあって

は１人以上５人以下とし、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第２７条に規定す

る小規模保育事業Ａ型をいう。第４２

条第３項において同じ。）及び小規模

保育事業Ｂ型（同条に規定する小規模

保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項

において同じ。）にあっては６人以上

１９人以下とし、小規模保育事業Ｃ型

（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型

をいう。附則第４条において同じ。）

にあっては６人以上１０人以下とし、

居宅訪問型保育事業にあっては１人と 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所

内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定める

ものに限る。以下この節において同じ

。）の数は、家庭的保育事業にあって

は１人以上５人以下とし、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第２７条に規定す

る小規模保育事業Ａ型をいう。第４２

条第３項第１号において同じ。）及び

小規模保育事業Ｂ型（同条に規定する

小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条

第３項第１号において同じ。）にあっ

ては６人以上１９人以下とし、小規模

保育事業Ｃ型（同条に規定する小規模

保育事業Ｃ型をいう。附則第４条にお

いて同じ。）にあっては６人以上１０

人以下とし、居宅訪問型保育事業にあ 
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 する。 っては１人とする。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅

訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項から第７項までにおいて同じ。

）は、特定地域型保育が適正かつ確実

に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる

事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、離島その他の地

域であって、連携施設の確保が著しく

困難であると市が認めるものにおいて

特定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りでな

い。 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅

訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項から第５項までにおいて同じ。

）は、特定地域型保育が適正かつ確実

に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる

事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、離島その他の地

域であって、連携施設の確保が著しく

困難であると市が認めるものにおいて

特定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りでな

い。 

⑴ 特定地域型保育の提供を受けてい

る満３歳未満保育認定子どもに集団

保育を体験させるための機会の設定

、特定地域型保育の適切な提供に必

要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関

する支援（次項において「保育内容

支援」という。）を実施すること。 

⑴ 特定地域型保育の提供を受けてい

る満３歳未満保育認定子どもに集団

保育を体験させるための機会の設定

、特定地域型保育の適切な提供に必

要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関

する支援を行うこと。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 当該特定地域型保育事業者により

特定地域型保育の提供を受けていた

満３歳未満保育認定子ども（事業所

内保育事業を利用する満３歳未満保

⑶ 当該特定地域型保育事業者により

特定地域型保育の提供を受けていた

満３歳未満保育認定子ども（事業所

内保育事業を利用する満３歳未満保
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育認定子どもにあっては、第３７条

第２項に規定するその他の小学校就

学前子どもに限る。以下この号及び

第６項第１号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

育認定子どもにあっては、第３７条

第２項に規定するその他の小学校就

学前子どもに限る。以下この号及び

第４項第１号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者によ

る保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場

合であって、次の各号に掲げる要件の

全てを満たすと認めるときは、前項第

１号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

 

⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容

支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満た

すこと。 

 

ア 特定地域型保育事業者と保育内 

容支援連携協力者との間でそれぞ 

れの役割の分担及び責任の所在が 

明確化されていること。 

 

イ 保育内容支援連携協力者の本来 

の業務の遂行に支障が生じないよ 

うにするための措置が講じられて 

いること。 

 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者

とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小
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規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事

業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）で

あって、第１項第１号に掲げる事項に

係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者によ

る代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合で

あって、次の各号に掲げる要件のいず

れかを満たすときは、第１項第２号の

規定を適用しないこととすることがで

きる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者によ

る代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合で

あって、次の各号に掲げる要件の全て

を満たすと認めるときは、前項第２号

の規定を適用しないこととすることが

できる。 

⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育

連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満

たすと市長が認めること。 

⑴ 特定地域型保育事業者と前項第２

号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されている

こと。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保 

育連携協力者との間でそれぞれの 

役割の分担及び責任の所在が明確 

化されていること。 

 

イ 代替保育連携協力者の本来の業 

務の遂行に支障が生じないように 

するための措置が講じられている 

こと。 

 

⑵ 市長が特定地域型保育事業者によ

る代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお

当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。 

⑵ 前項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者の本来の業務の遂行

に支障が生じないようにするための

措置が講じられていること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは

、第１項第２号に掲げる事項に係る連

３ 前項の場合において、特定地域型保

育事業者は、次の各号に掲げる場合の
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携協力を行う者であって、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者を第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

⑴ 特定地域型保育事業者が特定地域

型保育事業を行う場所又は事業所（

次号において「事業実施場所」とい

う。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 小規

模保育事業Ａ型事業者等 

⑴ 当該特定地域型保育事業者が特定

地域型保育事業を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」

という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合、

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業

を行う者（次号において「小規模保

育事業Ａ型事業者等」という。） 

⑵ （略） ⑵ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

８ （略） ６ （略） 

９ （略） ７ （略） 

１０ （略） ８ （略） 

１１ （略） ９ （略） 

  

   附 則    附 則 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保

育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であ

って、法第５９条第４号に規定する事

業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起

第４条 特定地域型保育事業者（特例保

育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であ

って、法第５９条第４号に規定する事

業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起

 



- 143 - 

算して１５年を経過する日までの間、

連携施設を確保しないことができる。 

算して１０年を経過する日までの間、

連携施設を確保しないことができる。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、

この案を提出する。 
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第 ３３ 号 議 案 

 
 
 
   敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件 
 
 敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

                 
                 
                 
                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市市税賦課徴収条例（昭和２５年敦賀市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（固定資産税の非課税の規定の適用を

受けようとするものがすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を

受けようとするものがすべき申告） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

第４１条 法第３４８条第２項第９号、

第９号の２若しくは第１２号の固定資

産又は同項第１６号の固定資産（独立

行政法人労働者健康安全機構が設置す

る医療関係者の養成所において直接教

育の用に供するものに限る。）につい

て、同項本文の規定の適用を受けよう

とする者は、土地については、第１号

及び第２号に、家屋については第３号

及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載し

た申告書を当該土地、家屋又は償却資

産が学校法人若しくは私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）第１５２条

第５項の法人、公益社団法人若しくは

公益財団法人、宗教法人若しくは社会

福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第

第４１条 法第３４８条第２項第９号、

第９号の２若しくは第１２号の固定資

産又は同項第１６号の固定資産（独立

行政法人労働者健康安全機構が設置す

る医療関係者の養成所において直接教

育の用に供するものに限る。）につい

て、同項本文の規定の適用を受けよう

とする者は、土地については、第１号

及び第２号に、家屋については第３号

及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載し

た申告書を当該土地、家屋又は償却資

産が学校法人若しくは私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）第６４条第

４項の法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、宗教法人若しくは社会福

祉法人で幼稚園を設置するもの、医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第３
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３１条の公的医療機関の開設者、令第

４９条の１０第１項に規定する医療法

人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、一般社団法人（非営利型法人（法

人税法第２条第９号の２に規定する非

営利型法人をいう。以下この条におい

て同じ。）に該当するものに限る。）

若しくは一般財団法人（非営利型法人

に該当するものに限る。）、社会福祉

法人、独立行政法人労働者健康安全機

構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組合

若しくは国家公務員共済組合連合会で

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科

技工士、助産師、臨床検査技師、理学

療法士若しくは作業療法士の養成所を

設置するもの又は公益社団法人若しく

は公益財団法人で図書館を設置するも

の、公益社団法人若しくは公益財団法

人若しくは宗教法人で、博物館法（昭

和２６年法律第２８５号）第２条第１

項の博物館を設置するもの又は公益社

団法人若しくは公益財団法人で、学術

の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の

所有に属しないものである場合におい

ては当該土地、家屋又は償却資産を当

該学校法人等に無料で使用させている

ことを証明する書面を添付して、市長

に提出しなければならない。 

１条の公的医療機関の開設者、令第４

９条の１０第１項に規定する医療法人

、公益社団法人若しくは公益財団法人

、一般社団法人（非営利型法人（法人

税法第２条第９号の２に規定する非営

利型法人をいう。以下この条において

同じ。）に該当するものに限る。）若

しくは一般財団法人（非営利型法人に

該当するものに限る。）、社会福祉法

人、独立行政法人労働者健康安全機構

、健康保険組合若しくは健康保険組合

連合会若しくは国家公務員共済組合若

しくは国家公務員共済組合連合会で看

護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技

工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設

置するもの又は公益社団法人若しくは

公益財団法人で図書館を設置するもの

、公益社団法人若しくは公益財団法人

若しくは宗教法人で、博物館法（昭和

２６年法律第２８５号）第２条第１項

の博物館を設置するもの又は公益社団

法人若しくは公益財団法人で、学術の

研究を目的とするもの（以下この条に

おいて「学校法人等」という。）の所

有に属しないものである場合において

は当該土地、家屋又は償却資産を当該

学校法人等に無料で使用させているこ

とを証明する書面を添付して、市長に

提出しなければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 
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（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第１５２条 前条第２項の所得割額は、

賦課期日の属する年の前年の所得に係

る法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をし

た後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に１００分の６．９

を乗じて算定する。 

第１５２条 前条第２項の所得割額は、

賦課期日の属する年の前年の所得に係

る法第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をし

た後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に１００分の６．８

を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の資産割額） 

第１５２条の２ 削除 第１５２条の２ 第１５１条第２項の資

産割額は、当該年度分の固定資産税額

のうち、土地及び家屋に係る部分の額

に１００分の１０を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第１５２条の３ 第１５１条第２項の被

保険者均等割額は、被保険者１人につ

いて２９，１００円とする。 

第１５２条の３ 第１５１条第２項の被

保険者均等割額は、被保険者１人につ

いて２８，０００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第１５２条の４ 第１５１条第２項の世

帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

第１５２条の４ 第１５１条第２項の世

帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（

国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（

国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者
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であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属す

る者をいう。以下同じ。）と同一の

世帯に属する被保険者が属する世帯

であって同日の属する月（以下この

号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にある

もの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。次号、

第１５３条の３及び第１７１条第１

項において同じ。）及び特定継続世

帯（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯で

あって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る

。）をいう。第３号、第１５３条の

３及び第１７１条第１項において同

じ。）以外の世帯 １９，２００円 

であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属す

る者をいう。以下同じ。）と同一の

世帯に属する被保険者が属する世帯

であって同日の属する月（以下この

号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にある

もの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。次号、

第１５３条の３及び第１７１条第１

項において同じ。）及び特定継続世

帯（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯で

あって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る

。）をいう。第３号、第１５３条の

３及び第１７１条第１項において同

じ。）以外の世帯 １９，７００円 

⑵ 特定世帯 ９，６００円 ⑵ 特定世帯 ９，８５０円 

⑶ 特定継続世帯 １４，４００円 ⑶ 特定継続世帯 １４，７７５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第１５３条 第１５１条第３項の所得割

額は、基礎控除後の総所得金額等に１

００分の２．９を乗じて算定する。 

第１５３条 第１５１条第３項の所得割

額は、基礎控除後の総所得金額等に１

００分の３．０を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第１５３条の２ 第１５１条第３項の被

保険者均等割額は、被保険者１人につ

第１５３条の２ 第１５１条第３項の被

保険者均等割額は、被保険者１人につ
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いて１１，８００円とする。 いて９，０００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

第１５３条の３ 第１５１条第３項の世

帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

第１５３条の３ 第１５１条第３項の世

帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ７，８００円 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ７，３００円 

⑵ 特定世帯 ３，９００円 ⑵ 特定世帯 ３，６５０円 

⑶ 特定継続世帯 ５，８５０円 ⑶ 特定継続世帯 ５，４７５円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第１５４条 第１５１条第４項の所得割

額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．３５を乗じて算定する。 

第１５４条 第１５１条第４項の所得割

額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．４を乗じて算定する。 

  

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第１５６条 第１５１条第４項の世帯別

平等割額は、１世帯について６，００

０円とする。 

第１５６条 第１５１条第４項の世帯別

平等割額は、１世帯について６，６０

０円とする。 

  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第１７１条 次の各号の一に掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第１５１条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合

第１７１条 次の各号の一に掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第１５１条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合
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には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２４万円を超える場

合には、２４万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２４万円を超える場

合には、２４万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

⑴ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

計額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得について

同条第３項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５万

円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（

前年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が

６０万円を超える者に限り、年齢６

⑴ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

計額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得について

同条第３項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５万

円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（

前年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が

６０万円を超える者に限り、年齢６
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５歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が１１０万円を超え

る者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（

以下この条において「給与所得者等

の数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金額

）を超えない世帯に係る納税義務者 

５歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が１１０万円を超え

る者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（

以下この条において「給与所得者等

の数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加算した金額

）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ２０，３７０円 １人について １９，６００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 １３，４４０円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 １３，７９０円 

   (ｲ) 特定世帯 ６，７２０円    (ｲ) 特定世帯 ６，８９５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １０，０８

０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １０，３４

３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ８，２６０円 １人について ６，３００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯
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別平等割額 別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ５，４６０円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ５，１１０円 

   (ｲ) 特定世帯 ２，７３０円    (ｲ) 特定世帯 ２，５５５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ４，０９５ 

     円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ３，８３３ 

     円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ８，５４０円 １人について ８，５４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

１世帯について ４，２００円 １世帯について ４，６２０円 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２９万５千円を加

算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く

。） 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２９万５千円を加

算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く

。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 
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被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について １４，５５０円 １人について １４，０００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ９，６００円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ９，８５０円 

   (ｲ) 特定世帯 ４，８００円    (ｲ) 特定世帯 ４，９２５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ７，２００ 

     円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ７，３８８ 

     円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，９００円 １人について ４，５００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ３，９００円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ３，６５０円 

   (ｲ) 特定世帯 １，９５０円    (ｲ) 特定世帯 １，８２５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ２，９２５ 

     円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ２，７３８ 

     円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 
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１人について ６，１００円 １人について ６，１００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

１世帯について ３，０００円 １世帯について ３，３００円 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５４万５千円を加

算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５４万５千円を加

算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，８２０円 １人について ５，６００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ３，８４０円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 ３，９４０円 

   (ｲ) 特定世帯 １，９２０円    (ｲ) 特定世帯 １，９７０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ２，８８０ 

     円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ２，９５５ 

     円 
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ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ２，３６０円 １人について １，８００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 １，５６０円 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 １，４６０円 

   (ｲ) 特定世帯 ７８０円    (ｲ) 特定世帯 ７３０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，１７０ 

     円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，０９５ 

     円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１５０条第２項に

規定する世帯主を除く。） 

１人について ２，４４０円 １人について ２，４４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 

１世帯について １，２００円 １世帯について １，３２０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する
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金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ２４，７３５円 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ２３，８００円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ２１，８２５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ２１，０００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １７，４６０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １６，８００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，５５０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，０００円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １０，０３０円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 ７，６５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ８，８５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ６，７５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ７，０８０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ５，４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５，９００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ４，５００円 

３ （略） ３ （略） 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （国民健康保険税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の敦賀市市税賦課徴収条例の規定中国民健康保険税に

関する部分は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令

和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 国民健康保険税について、県内保険税水準の統一に向け、資産割を廃止すると

ともに標準保険税率を踏まえた改正を行いたいので、この案を提出する。 
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第 ３４ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

   一部改正の件 

 

 敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 

 敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年敦賀市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （パートタイム会計年度任用職員に対

する公務のための旅行に係る費用弁償

） 

 （パートタイム会計年度任用職員に対

する公務のための旅行に係る費用弁償

） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

 （外国語指導助手の報酬等）  

第２４条 この条例の規定にかかわらず

、語学指導等を行う外国青年招致事業

（以下「ＪＥＴプログラム」という。

）によって任用される外国語指導助手

の報酬等は、ＪＥＴプログラムの基準

によるものとする。 

 

 （委任）  （委任） 

第２５条 （略） 第２４条 （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

   提案理由 

 語学指導等を行う外国青年招致事業により、会計年度任用職員として外国語指

導助手を任用したいので、この案を提出する。 
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第 ３５ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一 

   部改正の件 

 

 敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する 

   条例 

 

 敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２８年敦賀市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （扶養手当）  （扶養手当） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で、他に生計の途がなく、主としてそ

の職員の扶養を受けているものをいう

。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で、他に生計の途がなく、主としてそ

の職員の扶養を受けているものをいう

。 

  ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む

。） 

 ⑴ （略）  ⑵ （略） 

 ⑵ （略）  ⑶ （略） 

 ⑶ （略）  ⑷ （略） 

 ⑷ （略）  ⑸ （略） 

  

 （単身赴任手当）  （単身赴任手当） 

第８条 単身赴任手当は、公署を異にす

る異動又は在勤する公署の移転に伴い

、住居を移転し、父母の疾病その他管

理者が定めるやむを得ない事情により

、同居していた配偶者（届出をしない

第８条 単身赴任手当は、公署を異にす

る異動又は在勤する公署の移転に伴い

、住居を移転し、父母の疾病その他管

理者が定めるやむを得ない事情により

、同居していた配偶者と別居すること
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が事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）と別居するこ

ととなった職員で、当該異動又は公署

の移転の直前の住居から当該異動又は

公署の移転の直後の在勤する公署に通

勤することが通勤距離等を考慮して管

理者が定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生

活することを常況とする職員に対して

支給する。ただし、配偶者の住居から

在勤する公署に通勤することが、通勤

距離等を考慮して管理者が定める基準

に照らして困難であると認められない

場合は、この限りでない。 

となった職員で、当該異動又は公署の

移転の直前の住居から当該異動又は公

署の移転の直後の在勤する公署に通勤

することが通勤距離等を考慮して管理

者が定める基準に照らして困難である

と認められるもののうち、単身で生活

することを常況とする職員に対して支

給する。ただし、配偶者の住居から在

勤する公署に通勤することが、通勤距

離等を考慮して管理者が定める基準に

照らして困難であると認められない場

合は、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （管理職員特別勤務手当）  （管理職員特別勤務手当） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 前項に規定する場合のほか、前条の

職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により午後１０時から翌日

の午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）であって正規の勤

務時間以外の時間に勤務した場合は、

当該職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、前条の

職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により週休日等以外の日の

午前零時から午前５時までの間であっ

て正規の勤務時間以外の時間に勤務し

た場合は、当該職員には、管理職員特

別勤務手当を支給する。 

 

 （定年前再任用短時間勤務職員につい

ての適用除外） 

  

（定年前再任用短時間勤務職員につい

ての適用除外） 

第２８条 第５条、第６条及び第２１条

の規定は、地方公務員法第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項若しく

第２８条 第５条、第６条、第９条及び

第２０条の規定は、地方公務員法第２

２条の４第１項又は第２２条の５第１
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は第２項の規定により採用された職員

には適用しない。 

項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員には適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項第１号 

 を削る改正規定及び第８条第１項の改正規定は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 （地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

 例の一部改正） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

 例（令和４年敦賀市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

 （暫定再任用職員に関する経過措置）  （暫定再任用職員に関する経過措置） 

第５条 敦賀市病院事業職員の給与の種

類及び基準に関する条例第５条、第６

条及び第２１条の規定は、暫定再任用

職員には適用しない。 

第５条 敦賀市病院事業職員の給与の種

類及び基準に関する条例第５条、第６

条、第９条及び第２０条の規定は、暫

定再任用職員には適用しない。 

第６条～第８条 （略） 第６条～第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 人事院勧告等に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出す

る。 
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第 ３６ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部 

   改正の件 

 

 敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

   条例 

 

 敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年敦賀市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （経営の基本）  （経営の基本） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 下水道事業の規模は、次のとおりと

する。 

３ 下水道事業の規模は、次のとおりと

する。 

 ⑴ 公共下水道事業  ⑴ 公共下水道事業 

  ア （略）   ア （略） 

  イ 排水人口は、４７，７８０人と

する。 

  イ 排水人口は、４９，４１０人と

する。 

  ウ １日最大処理水量は、３３，５

９６立方メートルとする。 

  ウ １日最大処理水量は、３４，５

８８立方メートルとする。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

   提案理由 

 敦賀市公共下水道事業計画期間の延伸に伴う事業規模の変更を行いたいので、

この案を提出する。 
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第 ３７ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す 

   る条例の一部改正の件 

 

 敦賀市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

 敦賀市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４

年敦賀市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （布設工事監督者の資格）  （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める布設工事監督者が有すべき

資格は、次のとおりとする。 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める資格は、次のとおりとする

。 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２  ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２ 

６号）による大学（短期大学を除く ６号）による大学（短期大学を除く 

。以下同じ。）又は旧大学令（大正 。以下同じ。）の土木工学科又はこ 

７年勅令第３８８号）による大学に れに相当する課程において衛生工学 

おいて土木工学科又はこれに相当す 又は水道工学に関する学科目を修め 

る課程を修めて卒業した後、３年以 て卒業した後、２年以上水道に関す 

上水道、工業用水道、下水道、道路 る技術上の実務に従事した経験を有 

又は河川（以下この項において「水 する者 

道等」という。）に関する技術上の  

実務に従事した経験を有する者（１  

年６月以上水道に関する技術上の実  

務に従事した経験を有する者に限る 

。） 

 

 ⑵ 学校教育法による大学又は旧大学

令による大学において機械工学科若 

 ⑵ 学校教育法による大学の土木工学

科又はこれに相当する課程において 

  しくは電気工学科又はこれらに相当   衛生工学及び水道工学に関する学科 
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する課程を修めて卒業した後、４年 目以外の学科目を修めて卒業した後 

以上水道等に関する技術上の実務に  

従事した経験を有する者（２年以上 

、３年以上水道に関する技術上の実 

務に従事した経験を有する者 

水道に関する技術上の実務に従事し  

た経験を有する者に限る。）  

⑶ 学校教育法による短期大学（同法 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法 

による専門職大学の前期課程（以下   による専門職大学の前期課程を含む 

「専門職大学前期課程」という。） 。）又は高等専門学校において土木 

を含む。）若しくは高等専門学校又 科又はこれに相当する課程を修めて 

は旧専門学校令（明治３６年勅令第 卒業した後（同法による専門職大学 

６１号）による専門学校（次号にお の前期課程にあっては、修了した後 

いて「短期大学等」という。）にお   ）、５年以上水道に関する技術上の 

いて土木科又はこれに相当する課程   実務に従事した経験を有する者 

を修めて卒業した後（専門職大学前  

期課程にあっては、修了した後。次  

号において同じ。）、５年以上水道  

等に関する技術上の実務に従事した  

経験を有する者（２年６月以上水道  

に関する技術上の実務に従事した経  

験を有する者に限る。）  

⑷ 短期大学等において機械科若しく 

は電気科又はこれらに相当する課程 

 

を修めて卒業した後、６年以上水道  

等に関する技術上の実務に従事した  

 経験を有する者（３年以上水道に関  

 する技術上の実務に従事した経験を  

 有する者に限る。）  

⑸ 学校教育法による高等学校若しく ⑷ 学校教育法による高等学校又は中 

  は中等教育学校又は旧中等学校令（ 等教育学校において土木科又はこれ 

昭和１８年勅令第３６号）による中 に相当する課程を修めて卒業した後 

  等学校（次号において「高等学校等 、７年以上水道に関する技術上の実 

  」という。）において土木科又はこ   務に従事した経験を有する者 
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  れに相当する課程を修めて卒業した  

 後、７年以上水道等に関する技術上  

  の実務に従事した経験を有する者（  

  ３年６月以上水道に関する技術上の  

  実務に従事した経験を有する者に限  

  る。）  

⑹  高等学校等において機械科若しく  

は電気科又はこれらに相当する課程  

を修めて卒業した後、８年以上水道  

等に関する技術上の実務に従事した  

経験を有する者（４年以上水道に関  

する技術上の実務に従事した経験を  

有する者に限る。）  

⑺  １０年以上水道等の工事に関する ⑸ １０年以上水道の工事に関する技 

技術上の実務に従事した経験を有す 術上の実務に従事した経験を有する 

る者（５年以上水道の工事に関する   者 

技術上の実務に従事した経験を有す  

る者に限る。）  

⑻  第１号又は第２号の卒業者であっ ⑹ 第１号又は第２号に規定する学校 

て、学校教育法による大学院研究科 を卒業した者であって、学校教育法 

において１年以上衛生工学若しくは   に基づく大学院研究科において１年 

水道工学に関する課程を専攻した後   以上衛生工学若しくは水道工学に関 

、又は大学の専攻科において衛生工   する課程を専攻した後、又は大学の 

学若しくは水道工学に関する専攻を   専攻科において衛生工学若しくは水 

修了した後、第１号の卒業者にあっ   道工学に関する専攻を修了した後、 

ては２年以上、第２号の卒業者にあ   第１号に規定する学校を卒業した者 

っては３年以上水道等に関する技術   については１年以上、第２号に規定 

上の実務に従事した経験を有する者   する学校を卒業した者については２ 

（第１号の卒業者にあっては１年以   年以上水道に関する技術上の実務に  

上、第２号の卒業者にあっては１年   従事した経験を有する者 

６月以上水道に関する技術上の実務  

に従事した経験を有する者に限る。  
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）  

⑼  外国の学校において、第１号から ⑺ 外国の学校において、第１号若し 

第６号までに規定する課程に相当す   くは第２号に規定する課程及び学科 

る課程を、それぞれ当該各号に規定   目又は第３号若しくは第４号に規定 

する学校において修得する程度と同   する課程に相当する課程又は学科目 

等以上に修得した後、それぞれ当該   を、それぞれ当該各号に規定する学 

各号に規定する最低経験年数以上水   校において修得する程度と同等以上 

道等に関する技術上の実務に従事し   に修得した後、それぞれ当該各号に 

た経験を有する者（それぞれ当該各   規定する水道に関する技術上の実務 

号に規定する水道等の最低経験年数   に従事した経験を有する者 

の２分の１以上水道に関する技術上  

の実務に従事した経験を有する者に  

限る。）  

⑽  技術士法（昭和５８年法律第２５ ⑻ 技術士法（昭和５８年法律第２５ 

号）第４条第１項の規定による第二   号）第４条第１項の規定による第２ 

次試験のうち上下水道部門に合格し   次試験のうち上下水道部門に合格し 

た者（選択科目として上水道及び工   た者（選択科目として上水道及び工 

業用水道を選択したものに限る。）   業用水道を選択した者に限る。）で 

であって、１年以上水道等に関する   あって、１年以上水道に関する技術 

技術上の実務に従事した経験を有す   上の実務に従事した経験を有する者 

る者（６月以上水道に関する技術上  

の実務に従事した経験を有する者に  

限る。）  

⑾  建設業法施行令（昭和３１年政令  

第２７３号）第３７条第１項及び第  

２項の規定による土木施工管理に係  

る一級の技術検定に合格した者であ  

って、３年以上水道等に関する技術  

上の実務に従事した経験を有する者  

（１年６月以上水道に関する技術上  

の実務に従事した経験を有する者に  

限る。）  
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 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条

例で定める水道技術管理者が有すべき 

第４条 法第１９条第３項に規定する条

例で定める資格は、次のとおりとする 

資格は、次のとおりとする。  。 

 ⑴ 前条第１号、第３号又は第５号に  ⑴ 前条の規定により布設工事監督者 

規定する学校において土木工学科若 たる資格を有する者 

しくは土木科又はこれらに相当する  

課程を修めて卒業した後（専門職大  

学前期課程にあっては、修了した後  

）、同条第１号に規定する学校を卒  

業した者については３年以上、同条  

第３号に規定する学校を卒業した者  

（専門職大学前期課程にあっては、  

修了した者）については５年以上、  

同条第５号に規定する学校を卒業し  

た者については７年以上水道に関す  

る技術上の実務に従事した経験を有  

する者  

⑵  前条第１号、第３号又は第５号に ⑵ 前条第１号、第３号及び第４号に 

規定する学校において、工学、理学   規定する学校において土木工学以外 

、農学、医学若しくは薬学の課程又   の工学、理学、農学、医学若しくは 

はこれらに相当する課程（土木工学   薬学に関する学科目又はこれらに相 

科及び土木科並びにこれらに相当す   当する学科目を修めて卒業した後（ 

る課程を除く。）を修めて卒業した   学校教育法による専門職大学の前期 

後（専門職大学前期課程にあっては   課程にあっては、修了した後）、同 

、修了した後）、同条第１号に規定   条第１号に規定する学校を卒業した 

する学校を卒業した者については４   者については４年以上、同条第３号 

年以上、同条第３号に規定する学校   に規定する学校を卒業した者（同法 

を卒業した者（専門職大学前期課程   による専門職大学の前期課程にあっ 

にあっては、修了した者）について   ては、修了した者）については６年 

は６年以上、同条第５号に規定する   以上、同条第４号に規定する学校を 

学校を卒業した者については８年以   卒業した者については８年以上水道 
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上水道に関する技術上の実務に従事 に関する技術上の実務に従事した経 

した経験を有する者 験を有する者 

⑶  （略） ⑶ （略） 

⑷  前条第１号、第３号又は第５号に ⑷ 前条第１号、第３号及び第４号に 

規定する学校において、工学、理学   規定する学校において、工学、理学 

、農学、医学及び薬学に関する課程   、農学、医学及び薬学に関する学科 

並びにこれらに相当する課程以外の   目並びにこれらに相当する学科目以 

課程を修めて卒業した後（当該課程   外の学科目を修めて卒業した（当該 

を修めて専門職大学前期課程を修了   学科目を修めて学校教育法に基づく 

した場合を含む。）、同条第１号に   専門職大学の前期課程（以下この号 

規定する学校を卒業した者について   において「専門職大学前期課程」と 

は５年以上、同条第３号に規定する   いう。）を修了した場合を含む。） 

学校を卒業した者（専門職大学前期   後、同条第１号に規定する学校を卒 

課程にあっては、修了した者）につ   業した者については５年以上、同条 

いては７年以上、同条第５号に規定   第３号に規定する学校を卒業した者 

する学校を卒業した者については９   （専門職大学前期課程の修了者を含 

年以上水道に関する技術上の実務に   む。次号において同じ。）について 

従事した経験を有する者   は７年以上、同条第４号に規定する 

   学校を卒業した者については９年以 

   上水道に関する技術上の実務に従事 

   した経験を有する者 

⑸  外国の学校において、第１号若し ⑸ 外国の学校において、第２号に規 

くは第２号に規定する課程又は前号   定する学科目又は前号に規定する学 

に規定する課程に相当する課程を、   科目に相当する学科目を、それぞれ 

それぞれ当該各号に規定する学校に   当該各号に規定する学校において修 

おいて修得する程度と同等以上に修   得する程度と同等以上に修得した後 

得した後、それぞれ当該各号の学校   、それぞれ当該各号に規定する水道 

を卒業した者（専門職大学前期課程   に関する技術上の実務に従事した経 

にあっては、修了した者）ごとに規   験を有する者 

定する最低経験年数以上水道に関す    

る技術上の実務に従事した経験を有  

する者  
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⑹  国土交通大臣及び環境大臣の登録  ⑹  水道法施行規則（昭和３２年厚生 

を受けた者が行う水道の管理に関す    省令第４５号）第１４条第３号に規 

る講習の課程を修了した者    定する登録講習の課程を修了した者  

⑺  技術士法第４条第１項の規定によ  

る第二次試験のうち上下水道部門に  

合格した者（選択科目として上水道  

及び工業用水道を選択したものに限  

る。）であって、１年以上水道に関  

する技術上の実務に従事した経験を   

有する者  

⑻  建設業法施行令第３７条第１項及  

び第２項の規定による土木施工管理   

に係る一級の技術検定に合格した者   

であって、３年以上水道に関する技   

術上の実務に従事した経験を有する   

者  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必

要があるので、この案を提出する。 
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第 ３８ 号 議 案 
 
 
 

市道路線の認定の件 
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、次

の路線を市道に認定する。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 
 
 
 
                  敦賀市長 米 澤 光 治 
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整理番号 路 線 名  起   点 終   点 延 長 幅  員 

２０２９ 野坂４４号線 
野坂２１号 

１番８ 

野坂２１号 

４番７ 

ｍ 

106.1 

ｍ 

6.0～6.0 

２０３０ 木崎２４号線 
木崎７０号 

２番１ 

原４９号 

１４番１ 

ｍ 

110.4 

ｍ 

8.0～8.0 

２０３１ 木崎２５号線 
木崎５７号 

１７番８ 

木崎５７号 

１２番１ 

ｍ 

111.6 

ｍ 

6.0～6.0 

２０３２ 木崎２６号線 
木崎５７号 

１７番１ 

木崎５７号 

１２番１２ 

ｍ 

73.8 

ｍ 

6.0～6.0 

２０３３ 公文名１０１号線 
公文名５号 

４９番１０ 

公文名５号 

４９番６ 

ｍ 

63.9 

ｍ 

6.0～6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提案理由 
 開発行為による道路の帰属等に伴い、路線を市道に認定する必要がある

ので、この案を提出する。 
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。

第 ３９ 号 議 案 

 

 

 

   金ヶ崎周辺魅力づくり事業用地取得の件 

                                 

 金ヶ崎周辺魅力づくり事業用地として次のとおり土地を取得する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治  

 

 

 

１ 土地の所在地 敦賀市金ケ崎町２１番１ ほか３１筆 

２ 土地の地目及び面積 鉄道用地  ５３，８２５．４７平方メートル 

            公衆用道路    １４９．００平方メートル 

            山林     ４，７７５．００平方メートル 

            合計    ５８，７４９．４７平方メートル 

３ 取得予定価格 金４６９，９４５，０００円 

４ 契約の相手方 大阪府大阪市北区芝田２丁目４番２４号 

         日本貨物鉄道株式会社 

          支配人 和 氣 総一朗 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出する 



- 182 - 
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第 ４０ 号 議 案 

 

 

 

   都市公園を設置すべき区域の決定の件 

                                 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第３３条第１項の規定に基づき

、次のとおり都市公園を設置すべき区域を定めるため、同条第５項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

１ 都市公園の名称       （仮称）敦賀みなと公園 

２ 都市公園を設置すべき区域  敦賀市金ケ崎町２１番１ ほか３１筆      

３ 都市公園の種類       広場公園 

４ 都市公園の面積       ５８，７４９．４７平方メートル 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治   

  

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 都市公園を設置すべき区域を決定したいので、都市公園法第３３条第５

項の規定により、この案を提出する。 
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第 ４１ 号 議 案 

 

 

 

   元咸新小学校解体工事請負契約変更の件 

 

 元咸新小学校解体工事請負契約を次のとおり変更して契約を締結する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

１ 契 約 の 目 的 元咸新小学校解体工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 内 容 契約の金額 

          変更前 金１７６，０００，０００円 

          変更後 金１５９，８７５，１００円 

４ 契約の相手方 福井県敦賀市余座９号１２番５ 

         株式会社道端組 敦賀営業所 

          所長 栗 波   剛 

５ 変 更 理 由 一部工事内容の変更による減額 

 

 

 

   提案理由 

 地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出する。 
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第 ４２ 号 議 案 

 

 

 

   福井県市町総合事務組合規約の変更の件 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により

、別紙のとおり福井県市町総合事務組合規約を変更することについて、同

法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長 米 澤 光 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 福井県市町総合事務組合を組織する組合市町等である越前三国競艇企業

団が、令和７年４月１日から越前三国ボートレース企業団に名称を変更す

ることに伴い、福井県市町総合事務組合規約の一部を変更する必要がある

ので、この案を提出する。 
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福
井
県
市
町
総
合
事
務
組
合
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約 

  

福
井
県
市
町
総
合
事
務
組
合
規
約
□
平
成
十
九
年
福
井
県
指
令
市
第
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一
中
￢
越
前
三
国
競
艇
企
業
団
□
を
□
越
前
三
国
ボ
□
ト
レ
□
ス
企
業
団
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
二
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
項
中
￢
越
前
三
国
競
艇
企
業
団
□
を
□
越
前
三
国
ボ
□
ト
レ
□
ス
企
業
団
□
に

改
め
る
□ 
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第 ４３ 号 議 案 
 
 
 

令和６年度市立敦賀病院事業会計積立金の目的外使用の件 
 
 令和６年度市立敦賀病院事業会計積立金を次のとおり処分することにつ

いて、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２４条第２

項の規定により、議会の議決を求める。 
 
 
 令和６年度市立敦賀病院事業会計減債積立金７００，０００，０００円

の全部及び建設改良積立金３００，０００，０００円の全部をそれぞれ取

り崩し、未処分利益剰余金とする。 
 
 
  令和 ７ 年 ２ 月１９日 提出 
 
 
 
                  敦賀市長  米 澤 光 治    

  
 
 
 
 
 
 
 
   提案理由 
 減債積立金及び建設改良積立金をその目的以外の使途に使用するため、

地方公営企業法施行令第２４条第２項の規定により、この案を提出する。 
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報 告 第 １ 号 

 

 

 

   専決処分事項の報告の件 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年敦賀市条例第１号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定に基づき次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 報告 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 



- 192 - 



- 193 - 

専 決 第 １ 号 

 

 

 

   市長専決処分の件 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月１６日 専決 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 194 - 

敦賀市条例第１号 

 

 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年敦賀市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （特定法人）  （特定法人） 

第１０条 法第１０条第１項に規定する

条例で定める株式会社（以下「特定法

人」という。）は、株式会社港都つる

が観光協会とする。 

第１０条 法第１０条第１項に規定する

条例で定める株式会社（以下「特定法

人」という。）は、港都つるが株式会

社とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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報 告 第 ２ 号 

 

 

 

   専決処分事項の報告の件 

 

 物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭 

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき次のとおり専決 

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 報告 

                 

                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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専 決 第 １３ 号 

 

 

 

   市長専決処分の件 

 

 物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭 

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決 

処分する。 

 

 

  令和 ６ 年１２月１０日 専決 

                 

                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

１ 相手方 

  福井県敦賀市在住 個人 

２ 損害賠償の額 

  金３２８，０３１円 

３ 事故の態様 

  令和６年７月１８日午前９時３０分ごろ、敦賀市立敦賀南小学校校舎

南側の敷地において同校の用務員が草刈り作業をしていた際、草刈り

機により飛び跳ねた小石が、当該敷地南側に隣接する敦賀市立気比中

学校調理室前の通路に駐車していた相手方車両のフロントガラス及び

車両右側面等に当たり、損傷した事故である。 

４ 和解の内容 

  本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記２のとおりとし、 

 当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わない。 
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報 告 第 ３ 号 

 

 

 

   専決処分事項の報告の件 

 

 事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき次のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 報告 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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専 決 第 ２ 号 

 

 

 

   市長専決処分の件 

 

 事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２１日 専決 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

１ 相手方 

  福井県敦賀市在住 個人 

２ 損害賠償の額 

  金２８，４４９円 

３ 事故の態様 

  令和６年６月１１日、敦賀市総合運動公園第２駐車場において、市職 

 員が除草作業を行っていた際、当該職員が使用していた除草剤が当該駐 

 車場に隣接する相手方が耕作する田の一部にかかり、稲の一部が生育不 

 良となった事故である。 

４ 和解の内容 

  本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記２のとおりとし、

当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わない。 
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報 告 第 ４ 号 

 

 

 

   専決処分事項の報告の件 

 

 物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 報告 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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専 決 第 ３ 号 

 

 

 

   市長専決処分の件 

 

 物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２４日 専決 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

１ 相手方 

  福井県敦賀市在住 個人 

２ 損害賠償の額 

  金２９６，１９５円 

３ 事故の態様 

  令和６年１０月１２日午後１時５０分ごろ、敦賀市総合運動公園敷地 

 において市職員が草刈り作業をしていた際、草刈り機により飛び跳ねた 

 小石が、当該敷地内の駐車場に駐車していた相手方車両のリアガラスに 

 当たり、損傷した事故である。 

４ 和解の内容 

  本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記２のとおりとし、 

 当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わない。 
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報 告 第 ５ 号 

 

 

 

   専決処分事項の報告の件 

 

 市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

  令和 ７ 年 ２ 月１９日 報告 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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専 決 第 ４ 号 

 

 

 

   市長専決処分の件 

 

 市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２８日 専決 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 

 

 

 

１ 相手方の住所及び氏名 

  滋賀県大津市御陵町３番１号 

   大津市長 佐 藤 健 司 

２ 損害賠償の額 

  金３９，６００円 

３ 事故の態様 

  令和６年１２月９日午前１０時ごろ、大津市役所庁舎北駐車場１階に 

 おいて、市職員の運転する公用車が出庫のため前進した際、公用車の左 

 後方部が駐車場内の柱に接触した事故である。 

４ 和解の内容 

  本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記２のとおりとし、 

 当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わない。 

 


